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平成26年第４回太子町議会定例会（第451回町議会）会議録（第２日） 
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４ 請願第10号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書 
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        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時58分） 

○議長（橋本恭子） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成26年第４回太子町議会定例会（第

451回町議会）第２日目におそろいで御出席

ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成26年第

４回太子町議会定例会（第451回町議会）を

再開します。 
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 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（橋本恭子） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、藤澤元之介議員。 

○藤澤元之介議員 ３番藤澤元之介、通告に

従いまして一般質問を行います。 

 橋梁長寿命化修繕事業について。 

 平成24年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定

され、現橋りょうの延命を図るべく事業を進

められると推察しますが、今年度実施予定の

長金陸橋の修繕はどのような内容なのか。ま

た今後、ほかの跨線橋についてもどのような

計画になっているのかお伺いをいたします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 策定しました

橋梁長寿命化修繕計画は、町が管理します橋

りょう180橋のうち、橋の長さ15メートル以

上の重要な橋りょうが11橋あります。今後

20年の間に建設から50年を経過する橋りょう

が９橋となり、約80％が急速に高齢化するこ

とが懸念される中、従来の事後的な修繕及び

かけかえという手法から予防的な修繕及び計

画的なかけかえという手法への転換を図り、

橋りょうの長寿命化並びに橋りょうの修繕及

びかけかえに係る費用の縮減を図ることを目

的に策定いたしました。 

 この計画に基づきまして、今年度は長金陸

橋のＪＲ敷地上以外の部分の修繕を予定して

おります。その内容につきましては、伸縮装

置取りかえ工、再塗装工、断面修復工、ひび

割れ注入工、表面含浸工、階段補修工、剥落

防止工を施工する予定でございます。 

 今後、他の跨線橋の予定につきましては、

平成27年、28年度に太子陸橋、平成30年度か

ら中道跨線橋の修繕を予定してございます。 

 跨線橋のＪＲ敷地上の修繕工事につきまし

ては、ＪＲ委託による施工となりますので、

施工時期については協議の上、進めてまいり

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 藤澤元之介議員。 

○藤澤元之介議員 先ほどの計画で、概要は

全体的な部分はわかったんですけども、全体

では広報だとかホームページ、あるいはその

地域そのものにかかわる部分については瓦版

等で事業の進捗状況等を連絡あるいは逆にこ

ういった部分で工事が進んでおりますという

ことでＰＲしてほしいと思います。 

 続きまして、次に子ども・子育て支援事業

計画についてですが、平成24年８月に子ど

も・子育て関連３法が可決成立し、平成27年

度から子ども・子育て支援新制度が本格実施

されることになっております。太子町でも現

在子ども・子育て会議を開催し、子ども・子

育て支援事業計画策定に向け議論されている

と思いますが、現在の進捗状況について伺い

ます。 

 また、子育て支援に関連し、臨時福祉給付

金、子育て世帯臨時特例給付金の申請状況と

未申請者への今後の方針あるいは対応につい

て問いたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 失礼いたしま

す。 

 それでは、まず最初に子ども・子育て会議

の進捗状況についてお答えいたします。 

 平成24年８月に成立しました子ども・子育

て支援法におきまして、市町が実施主体とな

り、幼児期の学校教育、保育、地域の子ど
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も・子育て支援を総合的に推進することとな

っております。それに伴い、市町におきまし

て地域の需要を把握し、27年度から５カ年間

の教育、保育及び地域子ども・子育て支援事

業の量の見込みと、その見込みに対する確保

方策を明記した子ども・子育て支援事業計画

を策定する必要がございます。 

 計画策定の基礎資料となる子ども・子育て

支援に係るニーズを把握するため、昨年12月

に小学３年生以下の児童がいる全世帯を対象

として子ども・子育て支援に係るアンケート

調査を実施いたしました。その調査結果と今

後の人口推計をもとに、子育て支援に係るサ

ービス量の見込みを算出し、６月23日に開催

した太子町子ども・子育て会議で審議をいた

だきました。また、７月28日と８月25日の会

議では、計画の骨子案を提示し、計画の理念

や基本目標、量の見込みに対する確保方策等

につきまして御審議をいただきました。 

 なお、本町の子ども・子育て支援事業計画

は、次世代育成支援対策推進法に基づく行動

計画と一体化したものとして策定する必要が

ございます。その行動計画の策定指針につき

ましては、９月末ごろ国からの告示が予定さ

れております。その内容を踏まえ、10月下旬

予定の子ども・子育て会議におきまして素案

を御審議いただいた後、答申を受け、パブリ

ックコメントにより町民の皆様の御意見を伺

うようなスケジュールで進めてまいりたいと

考えております。 

 次に、２点目の給付金の申請状況と未申請

者への対応でございます。 

 ８月25日現在、臨時福祉給付金は2,867件

の案内状を配付のうち、約67％の1,921件の

申請がありました。また、子育て世帯臨時特

例給付金は2,868件の同じく案内状送付のう

ち、約87％の2,482件の申請がございまし

た。今後、町広報、またホームページ等、ま

た民生委員の活動の場とか、あと健診、予防

接種等の場を通じまして、12月の申請期限ま

でに申請をしていただけるように周知してい

きたいというふうに考えております。 

 また、臨時福祉給付金でございますが、こ

ちらは高齢者の対象者が非常に多ございま

す。揖保郡医師会の協力を得まして、町内各

医療機関の窓口に啓発用のチラシ、ポスター

などを置かせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 藤澤元之介議員。 

○藤澤元之介議員 同じく、関連して保育の

必要性の認定について、幼児教育あるいは保

育が必要とされる全ての人を認定するような

運営とし、ダブルワークや短時間労働、あと

求職活動を行っている人など、さまざまな実

態がある中で幅広い事由を認めることが必要

であると思われます。例えば、パート労働者

であっても標準時間を認めるなど、また障害

児などやひとり親家庭等が排除されないため

の措置を講じるなど、実際の運用に当たって

はさらに細分化あるいは詳細な設定を行うな

ど、現行の運用状況等も踏まえつつ、利用調

整が不可欠であると思います。その点につい

てまだ確定はしておりませんけども、現行の

考え方あるいは所見についても結構ですか

ら、お伺いしたいと思います。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 子ども・子育

て支援新制度では、保護者の申請を受けまし

て客観的な基準に基づき保育の必要性を認定

することとなっております。 

 保育の必要性の認定に当たっては、まず保

護者の就労や疾病など、保育の必要性の事由

に該当するかどうかの審査をいたしまして、

次に保育の必要性の事由に該当する方につき

ましては、保育の必要量に応じて保育標準時

間と保育短時間のどちらかの区分に該当する

かを判断いたします。さらにひとり親家庭や

虐待のおそれがあるなどの社会的援護が必要

な場合、また障害のある子供たち等の優先利

用が必要な場合かを勘案した上で、総合的に

審査をすることとなっております。 

 本町におきましても、国の示す基準に基づ

きまして、保育の必要性の認定基準について

も検討しているところでございます。特に優
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先利用につきましては、申請の際の保護者へ

の聞き取りや関連機関との連携を図ることに

より、できる限り各家庭の実情を把握し、対

応していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 藤澤元之介議員。 

○藤澤元之介議員 わかりました。 

 本町における実施責任の明確化として、あ

っせんあるいは調整、要請等の概念等を明ら

かにし、特別な理由なく事業者側が協力しな

い場合、本町の実施責任が発揮できるように

する。例えば、具体的に言いますとペナルテ

ィーという部分がないもんですから、指定の

取り消しの検討をするなど、要は特定の子供

の受け入れを拒むことのないような運営とな

るように行政も含めて確認、チェック体制が

できる体制づくりという部分をお願いしたい

と思っております。 

 次に入ります。 

 安心して老後が迎えられるまちづくりにつ

いてですけども、約800万人と言われる団塊

の世代が75歳を迎え、介護や福祉分野の需要

が増え続けるとされる2025年問題を見据え、

本町の実情に応じた高齢者福祉施策を総合的

あるいは計画的に推進していくため、やすら

ぎ太子ひまわりプラン2015（第７次老人福祉

計画及び第６期介護保険事業計画）の策定内

容についてお伺いします。 

 また、高齢者等安心見守りネットワーク事

業のたいしひまわり（日廻り）隊について、

協力事業所の開拓と連携強化による高齢者が

安心して住みなれた地域で暮らし続けられる

環境づくりが本当に進んだのか、現状の課題

や成果についてもお伺いします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） それでは、介

護保険事業計画の策定内容についてお答えを

いたします。 

 本計画は、国、県の定める指針に沿って策

定し、第７次老人福祉計画及び第６期介護保

険事業計画の２つの計画を一体的に策定する

ものとされています。計画の期間は３年間を

１期とし、平成27年度から29年度までの計画

でございます。 

 老人福祉計画では、県の目標である高齢者

が地域で活躍を続け、安心して暮らせる社会

を実現するための推進方策を定め、また介護

保険制度の運営に関する取り組みといたしま

して、住まい、医療、介護予防、生活支援が

住みなれた地域で一体的に提供される地域包

括ケアシステムの構築を目指した計画といた

します。そのために、高齢者の福祉、介護等

に関するニーズ調査を実施し、地域の課題や

必要となるサービス等を把握、分析を行い、

計画期間中の給付費を推計し、新たな保険料

を算定してまいります。 

 具体的な内容といたしましては、今回の介

護保険法の改正によりまして、要支援者向け

サービスの一部を市町村事業へ段階的に移行

し、平成29年４月の実施となるほか、特別養

護老人ホームへの新規入所者を原則要介護３

以上に限定する。また、一定以上の所得のあ

る利用者の自己負担を２割に引き上げる。一

方、低所得者の保険料軽減割合を拡大するな

どの具体的な改正がございます。 

 次に、高齢者等安心見守りネットワーク事

業の現状と課題や成果についてでございます

が、平成25年５月より実施しております高齢

者等安心見守りネットワーク事業でございま

すが、平成25年10月末に新聞販売店とか信用

金庫等、32事業所が登録をしていただき、見

守りをしていただいているところでございま

す。 

 現在までに登録事業所からの通報は幸いご

ざいませんが、今後も引き続き見守り活動を

依頼したいと考えております。 

 また、現在宅配弁当業者さんからの新規登

録希望もありますので、登録事業者数を今後

も増やしていきたいというふうに考えており

ます。 

 また、認知症の方の徘回対策として、認知

症の方に登録をしていただき、万が一行方不

明になったときには警察、行政が広域的にス
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ムーズに捜索できるような認知症ＳＯＳネッ

トワーク事業――これ仮称でございますが―

―を現在検討しております。捜索に当たって

は、先ほどの登録32事業所や防災ネットへの

配信等も検討されており、今後はさらに広域

的な捜索も踏まえた検討を進めていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 藤澤元之介議員。 

○藤澤元之介議員 ぜひとも継続した取り組

みをよろしくお願いいたします。 

 関連しまして、第１号被保険者、いわゆる

65歳以上の人と介護保険料についてですけど

も、本町の現基準額は年額で５万4,840円

で、対前期で約8.3％増と今後も増額基調が

予想されます。介護保険料の組み方について

も、需要と供給のバランスをとりながら十分

な検討をし、住民の皆さんが納得できるよう

な保険料の設定が必要と思われますが、まだ

プラン等詳細を詰めないといけないと思いま

すけども、現状の考え方あるいは所見につい

て伺いたいと思っております。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 介護保険料に

ついての現状の考え方、所見でございます

が、第６期介護保険事業計画の期間でありま

す平成27年から平成29年において、第１号被

保険者である65歳以上の高齢者の増加率でご

ざいますが、現在の第５期介護保険事業計画

の期間の約３分の１の変化率でございます。

これは、団塊の世代の方々が既に65歳以上に

なっておられ、新たに65歳に到達される方が

減少するためというふうに考えております。 

 次に、75歳以上の変化率では約２倍とな

り、85歳以上でも同じく約２倍となります。

また、85歳以上の高齢者のうち、約半数の方

が介護認定を受けられる傾向がありまして、

高齢になればなるほど重度化し、施設入所を

必要とされる方も増えてまいります。 

 このような状況の中で、現在実施しており

ますニーズ調査の結果も、恐らく介護サービ

スの需要量はますます伸びていくものと予測

されます。よって、次期計画期間中の介護保

険料につきましては増額せざるを得ない状況

であるものというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 藤澤元之介議員。 

○藤澤元之介議員 ぜひその辺、施設の部分

とお金という部分はどうしても絡んでしまう

んですけども、バランスを考慮していただい

て適正な設定となるようぜひとも検討をお願

いしたいと思っております。 

 これで私の一般質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 以上で藤澤元之介議員

の一般質問は終わりました。 

 次に、首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ４番首藤佳隆、通告に従い

まして一般質問を行います。 

 平成26年４月に策定された太子町教育振興

基本計画を踏まえながら、太子町教育行政に

ついて、次の２点について質問します。 

 １つ目、学校教育、家庭教育、地域教育及

び生涯学習について、教育長の教育理念をお

伺いいたします。 

 ２つ目、今後教育長として重点的に取り組

んでいこうとされる施策をお伺いいたしま

す。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。 

 まず、１点目の理念でございますが、近年

少子・高齢化や核家族化が進む一方で、目ま

ぐるしい情報化、国際競争やグローバル化の

波が押し寄せて、価値観、生活様式の多様化

や人間関係の希薄化をもたらすなど、急速な

変化の中でさまざまな課題が生じ、教育にも

少なからず影響を与えております。 

 本町におきましても、将来を担う子供たち

が自分や他人の命や存在を大切にするととも

に、太子町で育ったことに誇りを持ち、心身

ともに健やかに育つよう、また生涯にわたり

心豊かで充実した生活を送ることができるよ

うに、“和のまち太子”というタイトル、そ

してサブタイトルを「笑顔あふれる心豊かな
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人づくり」というふうに上げまして、基本理

念として太子町教育振興基本計画を策定して

おります。 

 まず、学校教育では、「生活する喜び、学

ぶ楽しさを味わわせる信頼感に満ちた学校園

づくり」というテーマのもとで、これもサブ

としまして「すべての幼児・児童・生徒のた

めに」というタイトルを基本方針に上げ、夢

や志を抱き、未来を切り開く子供たちの生き

る力を育成するために、聖徳太子の教えであ

る和の精神を基調に取り組んでまいります。 

 社会教育では、「ふれあい体験活動を礎に

した生涯学習社会の構築」というテーマのも

とで、これもサブテーマとして「和のまち・

信のまち・元気なまち太子の実現に努める」

というものを掲げ、基本方針に住んでみたい

太子町、住んでよかった太子町と町民の皆さ

んが今まで以上に我がまち太子に誇りと愛情

を抱けるような生涯教育の構築を目指してい

るところであります。 

 そして、２番目の今後の取り組みにつきま

しては、先行き不透明な時代でございます

が、以上の計画により、家庭、学校園、地域

社会のさらなる連携のもとで町を挙げて子供

を育てていくことにより、心豊かな人づくり

を目指したいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 教育長の答弁でございます

が、太子町の教育振興基本計画、ホームペー

ジのほうで公開されております。これを見て

いる中で、教育長がおっしゃった教育理念そ

のままというか、書いてあるわけですけど

も、２つ目のほうの重点的に取り組んでいこ

うとされるところで、もう少し何か具体的な

ことがあればお伺いしたいなと思いますが。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） やはりふるさと意識

というものを大事にする、子供たちが自分の

ふるさとは太子であるというようなことを持

つことによって、安心して社会に出て活躍で

きる。そのためには何をするかといえば、学

校へ行ってよかった、その学校で学んでよか

った、その学校へやってよかったと言えるよ

うな学校づくり。それには、楽しい学校とい

うものが求められるんじゃなかろうかなと思

います。それにはまた、わかる授業、確かな

学力というものを培わなければ楽しい学校に

はならないし、ふるさと意識にもならない

し、またやってよかった学校、学んでよかっ

た学校にもならないと思います。まず、そう

いう面で基礎、基本を大事にした学校づく

り、また確かな学力を身につけたような学校

づくりを進めたいと思います。 

 また２点目は、今この理念にも言いました

ようにいじめ、不登校等々がございます。そ

のような学校では、楽しい学校にはならない

と思いますので、いじめ、不登校がないよう

な学校。そして３番目には、体力という本当

にこれも大事な面でございます。コミュニケ

ーションがなくて、ゲームまたはスマートフ

ォンですか、そういうものでなかなか子供た

ち同士が話し合う機会がないというようなと

ころで自分自身を見失う、そして相談する相

手もないというような中では困るわけでござ

います。そういう中で、子供たちがともに触

れ合いながら、そして体力をつけながらコミ

ュニケーションを図っていく、そういうふう

な学校園並びに社会構築をしていきたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 今教育長がおっしゃった３

つ、対策、ぜひともいい方向に行くようにお

願いしたいなと思います。 

 この教育振興基本計画には、学校教育分野

で具体的に10項目、幼児教育の充実から始ま

って生徒指導の充実までの10項目、社会教育

分野においては７項目が基本的な方針として

上げられております。本日の質問では教育長

の教育理念をお伺いするということで、今後

学校教育分野の10項目、社会教育分野の７項

目については、また次の機会がありましたら

質問していきたいと思っております。 
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 これから兵庫県においては、御存じのよう

に高等学校の学区再編という大きな変化があ

ります。国においても教育委員会制度の改革

が実施されようとしております。そういった

中、教育長の責任はますます重いものになっ

ていくんだろうと思います。子供たちはもち

ろん、保護者の方々も安心できる学校教育、

さらには生きがいを見出せる生涯学習など、

内外に教育の町太子として誇れるようになる

ことを期待しつつ、次の質問に移ります。 

 平成26年３月、４月に、赤穂市は３月から

４月の引っ越しの多い時期、住民異動等、窓

口は大変混み合うことから、少しでも市民の

皆様にスムーズに手続を行っていただくため

に、転入、転出、転居などの手続や住民票の

写しなどの証明交付を行うために、臨時窓口

を土曜日の２回開設されました。ほかにも兵

庫県内はもとより、全国各地で同様の臨時窓

口を開設する自治体が増えていることを踏ま

えて、次の２点について質問をいたします。 

 １つ目、26年度末、今年度末、来年度27年

度初めに太子町でも試験的に休日臨時窓口を

開設してはいかがでしょうか。 

 ２つ目、新庁舎移転後の休日窓口について

の方針をお伺いします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 休日臨時窓口の開

設につきましては、全国的に生活環境、労働

環境の変化に伴い、行政ニーズの多様化な

ど、住民からの休日開庁への要望が潜在的に

高まっています。 

 本町におきましても、これまで住民票の交

付などの窓口事務を平日の１時間の時間延

長、また第４日曜日の収税、税務相談窓口の

開設などを行ってまいりました。 

 議員御指摘のとおり、年度がわりの時期は

住民異動、卒業、入学、就職、転勤などが多

く、窓口は混雑し、その事務手続も多量とな

っています。平日の開庁時間内に来庁が困難

な方の利便性の向上、また平日の混雑緩和を

図るため、近隣市の休日開庁の実施等も踏ま

えまして、平成27年３月の最終日曜日と、次

の月の４月の第１日曜日を試験的に窓口開庁

するため、今現在住民異動に関係する２課、

町民課、社会福祉課と業務内容等について調

整を行っております。実施に向けて検討をし

ていきたいと思っております。 

 次に、新庁舎移転後の休日窓口についてで

ございますけれども、今回試験的に実施する

休日窓口の開庁結果を受けまして、住民の利

用状況、またその内容等の課題を整理し、ま

た対応課の整理等を行い、住民ニーズに即し

た形での実施に向けて今後とも検討していき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 思わずありがとうございま

すと、町民の方も喜ばれるんじゃないかなと

思います。 

 確認ですが、27年３月の日曜日ということ

であると、３月29日と４月の１週目、５日の

日曜日の２回、試験的に開庁されるというこ

とで、これ本当町民の方は喜ばれると思いま

す。 

 それに関してですけども、これまで年度が

わりの年度末、年度初めに転入とか転出で届

けに来られた実数というんですか、当然年度

がわりのときに非常に多くなるんだと思いま

す。実数とかはまとめられてるんでしょう

か。ほかの月と比べてどれぐらい増えると

か、そういったことがわかれば。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 実数につきまして

は、25年度の４月の転入・転出届については

179件、同じく25年度末、３月の転入・転出

届については225件、25年度の転入・転出届

の総件数が1,509件でございますので、年度

初め、年度末のその数字を割り戻しますと約

26.8％ということで、年間の届け出件数の４

分の１は３月、４月に集中するというふうに

なっております。また、平成26年度の４月分

は、前年度の179件よりさらに増えまして

205件ということで、非常に増加傾向になっ

ております。 
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 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 年度がわりのときに混雑す

るということでございますんで、そういった

中で、過去にどうしても役場に行けへんやな

いかと、あけてくれやとか、そういったクレ

ームがあったり――トラブルがあったかどう

かわかりませんけども――そういった事例が

あったのかどうかだけ確認したいと思いま

す。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） これまで担当所管

課のほうともいろいろこの対応を図るために

打ち合わせさせていただきましたけども、一

応トラブル的なものはございませんでしたけ

ども、お待たせしたということはございまし

た。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ２つ目のほうの新庁舎移転

後の話ですけども、今年度試してみて、その

効果によって引き続きというふうな話もござ

いました。新庁舎建設に合わせて高度情報化

計画も進んでいくことになるんだと思いま

す。その中にはコンビニ収納であったり、自

動交付機であったりとさまざまな住民サービ

スの向上に関連する事業も計画されているわ

けですけども、これらの高度情報化計画によ

って夜間とか休日に利用できるものっていう

のはあるんでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 高度情報化計画で

は、平成26年度で証明書の自動交付機のシス

テムを構築して、平成28年度よりコンビニに

おける証明書の交付を検討するというふうに

私どもの計画ではなっておりました。 

 今回自動交付機等も検討させていただい

て、新庁舎開設時にはそれを置こうというよ

うな内容も検討しておりましたけれども、い

わゆる夜間、また休日等の発行業務につきま

しては、コンビニでの証明書等の発行業務の

ほうが今現在主流になってきているというこ

とで、ちょっと方針を変更しました。 

 コンビニでの発行業務につきましては、申

請書を書く手間が除かれること、また窓口交

付に要する時間と比べ待ち時間が非常に少な

いこと、全国のコンビニの営業時間や、また

土曜、日曜日にも証明書が発行できるなど、

多くの効果がございます。 

 これまで申し上げました自動交付機の導入

については、太子町のコンビニ交付との経費

比較では１枚当たりのコストが高くなるな

ど、今後の推移も踏まえまして、コンビニ交

付を導入する方向で検討していきたいと思っ

てます。ただし、これについては相当な経費

が必要ですので、新庁舎完成後、十分その辺

を見きわめながら導入のほうを考えていきた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 おっしゃったコンビニ交

付、どこかで私も見たことがあるんですけど

も、これあったら便利やなあと思って見た記

憶がございます。そういったところを考えて

いただいてるというふうな形なんで、ぜひと

も実現するように、これは町長にもお願いし

ときますけども、住民のニーズが高いってい

うことを理解していただいて、お願いしたい

なと思います。 

 まとめになりますけども、働く世代、子育

て世代の多くが休日開庁を望んでいると思わ

れます。年間を通して土曜日、日曜日全部あ

けろとはやっぱり無理があると思いますん

で、そういったところは職員の配置などの課

題も多くあるんで十分難しいということは理

解します。今回試験的に休日開庁を行ってい

ただけるということなんで、多くの町民に本

当喜んでいただけると思います。要望を言い

出したら切りがないんで言いませんけども、

さらに住民目線に立った行政運営が行われる

ことを期待して、一般質問を終わります。 

○議長（橋本恭子） 以上で首藤佳隆議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、質問をさせてい
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ただきます。 

 １、子ども・子育て会議から見えてきた今

後の保育のあり方は。 

 太子町子ども・子育て会議のまとめが進ん

でいるが、この(1)子ども・子育て会議の進

捗状況は先ほど同僚議員にお答えいただいた

ので省略していただいて結構です。 

 (2)からお願いします。上記から見えてき

たことは（冬のアンケート結果の分析を含

む）。 

 (3)子ども・子育て会議の進捗により、本

町担当課のとる今後の方針を示されたい。ま

ずは延長保育から可能ではないか、お尋ねし

ます。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 失礼いたしま

す。 

 それでは、１番目の質問はちょっと省略さ

せていただいて、２番目からお答えさせてい

ただきます。 

 まず、子ども・子育て会議から見えてきた

こととのお尋ねでございますが、アンケート

調査の結果から就労状況を見てみますと、父

親はもう９割以上、母親についても６割の方

がもう仕事をされておられます。仕事と子育

てを両立さえる上では、まずは教育、保育施

設の量的確保、これが急務であると考えてお

ります。 

 また、子供の急病や急遽の残業等で大変で

あるというような回答も多くございました。

一時預かり保育事業の継続、また病児・病後

児保育事業の必要性などを痛感しておりま

す。 

 また、保育時間の延長の希望も大変多くご

ざいまして、午前７時から午後７時までの

11時間保育ができる延長保育事業を早急に実

施するよう子ども・子育て会議でも御意見を

いただいております。 

 次に、３番目の本町担当課のとる今後の方

針と延長保育事業の実施についてでございま

すが、今後子ども・子育て会議から答申、ま

た住民の皆さんからパブリックコメントなど

の手続が控えておりますので、現段階ではま

だ最終的な方針は申し上げられませんが、今

まで５回開催いたしました子ども・子育て会

議での御意見などから、先ほど申し上げまし

たとおりの教育、保育施設の量の見込みか

ら、量的不足分の確保方策及び実施時期を５

カ年の支援事業計画に定めることとなってお

ります。また、延長保育事業などの各種支援

事業におきましても、ニーズ調査の結果や子

ども・子育て会議の意見を踏まえまして、同

様に５カ年の支援事業計画において実施時期

を定めるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今、量的不足のことを部長

はおっしゃいました。これはアンケートをと

ると――私もアンケートの文言とか見ており

ますけれども――そして、結果もかなりの量

になっているようであります。余りここでそ

の数字を言うとこんなにやるのかということ

になるのかもしれませんが、もし言って差し

支えなければ、この量がどれぐらい、現状よ

りもこれぐらい必要であるということを言っ

ていただきたいと。この量がかなりの数字に

上ると。アンケートでは、親はこういうこと

について――ほかのことでもですが――アン

ケートをとると希望を書かれることが多い

と。しかしながら、実際にはその施策を展開

したときには、それだけの利用がない場合も

あるということで、行政の側としては実際ど

こまでを許可していいのか。許可した以上、

すぐにやめてくれというのも言いにくい面も

あると思われますので、量が大ざっぱに、例

えば２倍、３倍必要だと、しかしそこまでも

許可すると大変なことになると思うから、当

初これぐらいでやってみたいとか、そういっ

たようなことがあればお答えいただきたい

と。 

 そして、今後これ今繰り返しになりますけ

れども、進めていく中でどの程度許可をして

いこうと、アンケートの数そのまま許可する

と恐らく後々大変なことになると思いますの
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で、そういった今後の見通しについてお答え

をいただければありがたいと思います。可能

な範囲でお願いします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 量的見込みで

ございますが、今現在ホームページ等で５回

の会議録並びに会議資料を公表しておりま

す。その中にも若干出てると思いますが、ア

ンケートの結果だけでは、今希望される方っ

ていうのは900台の数字だったと思います。

現在定員380名に対して九百幾らの要望があ

ったと思います。 

 ただ、これは余り現実的ではないので、今

現在私ども分析を進めておりますのが、現在

町外の認可保育所に行かれてる方――町外で

ございます――約170人いらっしゃいます。

そして、町内外の認可外の保育所へ行かれて

おられる方が同じく197名、約200名いらっし

ゃいます。この数字と、それとあと新たに新

制度に移行するに当たりまして、先ほども申

しましたが保育の必要性の判断基準がかなり

下がります。これによりまして、新たに就労

につかれるお母様方、この方々がどれぐらい

増えていくのか、この辺を見込むのは非常に

分析するところは難しいところがございまし

て、最終的に今現在の段階では約200名が不

足しているだろうというふうな数字を資料と

して出させていただいてる。また、これは何

も決定ではございませんので、これから子ど

も・子育て会議の中で最終的な数字を固めて

いきたいというふうには思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今部長が言われたように、

最初200名とか、それは今後の会議の様子を

見て200名なり、もう少し増やしたりするか

もしれない可能性は残しておくというおっし

ゃり方でありましたので、そのようにされる

のが妥当ではないかと思います。様子を見て

今後のことを考えられるべきだと思います。 

 そして、いろんな方が恐らくこの業種に参

入したいということを希望されて、お考えに

なって、検討されてると推察されます。どの

ような方たちにお願いすることにするかとい

うことについていろいろ悩まれることだと思

いますけれども、将来的なことがありますの

で、その辺を十分認可に当たってはお考えい

ただいて、なおかつ保育の量、質の、利用者

への提供についてお考えいただければと思い

ます。 

 このたび議案第38号、議案第39号で特定教

育とか保育施設及び運営について等も出てき

ておりますので、そういった細かなことは聞

かないことにしておきます。現状を見ながら

十分進めていただきたいと。 

 ただ、１つ心配なのは、国のされてるこ

と、アンケートをとられてること、もしかす

れば地方の本町ですとか、あるいはもう少し

田舎のところに十分マッチしたアンケートの

内容なのかなと思う部分もなきにしもありま

せん。ですので、十分本町の現状を把握して

対応していただきたいと思いますが、本町の

現状を踏まえて、特にこういうことに力を注

ぎたいというようなことがおありであれば、

お答えをお願いします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 今現在保育の

質を上げるという意味で、現在国のほうから

13事業、いろいろ提示されておりますが、そ

の中で既に私ども７事業は実施しておりま

す。未実施のうち、今回子ども・子育て会

議、またアンケートの中でも非常に要望の多

かった、先ほども申しましたが延長保育事

業、そしてファミリー・サポート・センター

事業、このあたり、そして最後に――ちょっ

とこの時間が変わるかもしれませんが――病

後・病後児保育、このあたりを集中的に取り

組めばなというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、子ども・子育て

会議での意見も十分今後踏まえられまして、

よりよい事業にしていただくように要望して

おきます。 
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 ２点目、ふるさと納税の納税者（寄附者）

への返礼（特典）を本町も工夫できないか。 

 ふるさと納税の納税者（寄附者）への現状

の返礼は、礼状と本町の広報紙を１年間毎月

送っている。全国的には、ふるさと納税の納

税者（寄附者）への返礼を工夫して寄附金を

集めている地方公共団体がある。過剰になっ

てもどうかと思うが、本町も何か考えること

ができるか、できないか。 

 本来この事業は寄附を受け取る自治体の地

域振興のためのもので、寄附しようとされて

る方の気持ちを大切にするものであり、もら

える景品に焦点を当てることが主目的ではな

いと思われますけれども、本町の意思をお尋

ねします。 

 同時に、地域の振興をやってほしいという

その気持ちに応えるために、本町が何か考え

ることができるとお考えか。また、その返礼

において考えることが何かあると考えておら

れるかについてお尋ねをいたします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 議員御指摘のとお

り、地域振興の名目に寄附者への返礼、特典

を導入する市町村が増加傾向にあることは承

知しておりますが、マスコミ等の報道もあっ

てか、少々過熱ぎみになっていると感じてお

ります。本来寄附は金銭や財産などを公共事

業また公益、福祉施設などへ無償で提供する

ことであり、見返りは求めないものであると

考えております。 

 本町においては、自分の住んでいる太子町

を応援したい、お世話になった太子町を応援

したい、町を離れ自分の生まれ育ったふるさ

と太子町を応援したいという本来の制度創設

の趣旨に沿った熱い思いを持った方からの寄

附を受け入れ、寄附者からの指定のあったま

ちづくり事業に有効に活用させていただいて

いるところでございます。現在、寄附いただ

いた方には、広報紙への氏名掲載、また高額

寄附者には氏名掲載にあわせて礼状や広報紙

の送付を行っておりますが、今後においても

引き続き同様の方法を継承したいと考えてお

ります。 

 なお、ふるさと納税制度につきましては、

今後とも広報紙、ホームページなどでＰＲを

行い、寄附を募ってまいりたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 この制度の目的は、今部長

が御答弁されたとおりでありますが、しか

し、本町、このたび出された決算を見てみて

も、件数が非常に少ないわけでありますが、

その少ない要因をどのようにお考えでしょう

か。 

 私も何でもかんでも差し上げるのがいいと

必ずしも思っておりませんが、しかし、一方

で、例えば地方公共団体の中にはお米をお返

しするとか、ほかのものをお返しするとか、

その地方の産業振興につながるようなものだ

と私は判断しておりますが、それをお返しし

てると。その結果、それに限らずその後その

地方公共団体が、そういったものを買っても

らうとかということにもしつながるようであ

れば、それはまたそれで意味があることだと

私は判断します。 

 例えば、本町においては、仮にみそ――仮

にたくさんあげてもどれだけつくれるかと

か、イチジクどれだけつくれるかとかいろん

なことが、また発生してくるわけでございま

すが――例えばみそをお渡しすれば、こうい

うみそが太子町にはあるので、今度もこうい

ったものを買うときには買ってみようかなと

例えば思われるかもしれません。で、そうい

った趣旨から、本町の振興につながるような

形で何か考えることが可能か、無理か。現状

では無理だとお考えだと思うんですが、可能

かどうかについて、今後考えていただけたら

なと思います。ただ、実施するのは難しいか

もしれないとも思ってはおります。こういっ

た点についていかがでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） ふるさと納税制

度、議員おっしゃるとおりいろんなそういう
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特典、そういうものについて他団体が過熱ぎ

みになっているということは、逆に言うと納

税制度に支障があるんではないかなと私自身

も、税の本質的な制度を壊しているんじゃな

いかなというような気持ちも若干しておりま

す。 

 しかしながら、各団体においてこれだけ多

くのふるさと納税に伴う特典をしております

ので、今後近隣市町等の状況等も踏まえなが

ら、もし万が一、ほとんどの団体がやってる

のに太子町だけやってないというような状況

もちょっとそぐいませんので、そういう状況

を見ながら今後とも特産品を特典として与え

るかどうかについては検討していきたいと思

ってます。 

 なお、参考までに、今現在寄附金として入

っている額と、逆に太子町の住民の方がよそ

の他団体に対して寄附金として納めて太子町

の税収が少なくなっている部分を比較してみ

ますと、まだ寄附金で入ってるほうが多い状

況にございます。もし太子町の住民の方が外

の団体の方に寄附されて、太子町の税収が大

きく減ってしまうというような状況になれ

ば、それは当然対応策を考えなければならな

いなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今、部長が言われたよう

に、本町の住民が他の地方公共団体へ寄附さ

れればされるほど――寄附していただくこと

はいいことだと思いますが――本町に入る税

収が減っていくというシステムにこれなって

おりますので、今部長がお答えになったよう

に、今後御検討いただけたらと思う次第であ

ります。 

 本町がいただく額、出ていく額で比べる

と、いただく額のほうが多いんだという今御

答弁でありますが、本町への寄附の数が現状

において決して多いとは言えない、少ないと

思うんですが、これについて先ほどお尋ねし

てるんですが、これについての要因といいま

すか、何かございますか、あるいは今後して

いきたいということありますか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 太子町の額が少な

いということでございますけども、県下の状

況を見ましても、太子町はそれほど少ないほ

うの額ではございません。他団体の状況を見

ますと100万円にいかない団体も数多くいま

すので、平均的なレベルかなと思います。け

れども、ＰＲには今後とも努めていかなけれ

ばならないなというふうに思ってます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 じゃ、よろしくお願いをい

たします。 

 ３点目に行きます。 

 本町の農業振興地域整備計画をどのように

推進していくのか、具体像を示せ。 

 農業の振興を図るべき区域を明らかにした

農業振興地域整備計画を農業振興地域の整備

に関する法律に基づき基礎調査を行い、その

結果必要が生じたときは計画の変更を行うこ

ととなっているが、計画自体が現状と乖離し

ていることから「25年度には総合的な見直し

変更を行いたい」と昨年の３月議会で述べら

れていたが、どのような総合的見直しを行わ

れたか。農業振興地域を今後どのようにして

いく考えか。農業を取り巻く状況は、農業振

興地域が設定されてから時間が経過している

が、農業振興地域を今後活用するにはどうす

べきかの点から答えられたい。 

 (1)「太子町の農業振興地域整備計画書」

の平成12年５月のものと平成26年３月のもの

の、「農用地等利用の方針」のページの内容

はほぼ同じ文言であります。どのように総合

的見直しを図ったというのか、まずこの点を

答えられたい。 

 この中で、「麦等の作付が可能な水田に復

元する」と平成12年５月の計画書に書かれて

いたが、平成12年５月の計画はどのような実

績であったか。そして、その実績をもとに新

たにどのような具体的目標で平成26年３月の

計画を立てているか。 

 (2)「用途区分の構想」について、「太子
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町農業振興整備計画書」の、平成12年５月の

ものと平成26年３月のものの違いはほとんど

ない。どのように総合的見直しを図ったとい

うのか。 

 以下、同じようなことになって恐縮です

が、読み上げます。 

 (3)「上太田地区の大津茂川を挟んで東部

及び西部については、一連の団地性を形成し

ていることから、圃場整備により田としての

利用を進める」と平成12年５月の計画書に書

かれていたが、どのような実績であったか。

この14年間に実施できなかった理由は何か。 

 (4)同じく「松尾・広坂地区は、一連の団

地性と比較的圃場の整ったものが多いが、姫

路市太市、丸山地区とあわせて圃場整備の計

画があり、今後も田として利用を進める」と

平成12年５月の計画書に書かれていたが、ど

のような実績であったか。この14年間に実施

できなかった理由は何か。 

 (5)「平方地区は、一連の団地性を形成し

ており、圃場整備により今後も田として利用

を進める」と平成12年５月の計画書に書かれ

ていたが、どのような実績であったか。この

14年間に実施できなかった理由は何か。 

 (6)「阿曽地区については、今後農道及び

用水路の整備を図り、田、一部畑として利用

する」と平成12年５月の計画書に書かれてい

たが、どのような実績であったか。この14年

間に実施できなかった理由は何か。 

 (7)「石海北地区（老原、常全、宮本）の

農村活性化住環境整備事業を推進するととも

に、地区全体にわたり圃場整備により田とし

ての利用を進める」と平成12年５月の計画書

に書かれていたが――前半の部分はされてる

のは存じておりますが、――後半の圃場整備

により田としての利用を進めた実績は、この

14年間どのようであったか。また、その理由

は何か。 

 (8)上記から見て、「25年度には総合的な

見直し変更を行いたい」と昨年の３月議会で

述べていたことは達成できていないのではな

いか、いかがかお尋ねします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） それでは、ま

ず一番最初の質問についてお答えをさせてい

ただきます。 

 農業振興地域の整備に関する法律は、自然

的、経済的、社会的諸条件を考慮して、総合

的に農業の振興を図ることが必要であると認

められる地域について、その地域の整備に関

し必要な施策を計画的に推進するための措置

を講じることにより、農業の健全な発展を図

るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与

することを目的としております。 

 農林水産大臣は、食料・農業・農村政策審

議会の意見を聞いて、農用地等の確保に関す

る基本指針を策定することとされています。 

 都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、

基本指針に基づき、農業振興地域整備基本方

針を定め、これに基づき、都道府県知事は農

業振興地域を指定するとされております。 

 指定を受けました市町村は、知事と協議

し、農業振興地域整備計画を定めることとさ

れ、それに基づきまして、太子農業振興地域

整備計画書を策定し、更新したものでござい

ます。 

 農用地等利用の方針等、基本的な計画内容

を変更するものではございません。また、

「麦等の作付が可能な水田に復元する」につ

いては、原地区の圃場整備を実施した地区に

おきまして暗渠排水を施工し、一部復元をし

ております。今後は、地元要望箇所があれば

順次対応していきたいと考えております。 

 次、２番目の「用途区分の構想」について

ということで総合的見直しを図ったというの

かということでございますが、用途区分の構

想については、農業振興地域内農地の将来像

を定めるもので、基本的には前回計画を引き

継いでおります。ただし、阿曽地区におきま

しては、平成25年２月に営農組合が立ち上が

りましたので、効率的な運用を目指す点か

ら、線的整備を面的整備へと見直しを行って

おります。 

 続きまして、３番目の上太田地区、また４
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番目の松尾・広坂地区、５番目の平方地区、

６番目の阿曽地区、７番目の石海地区（老

原、常全、宮本地区）、これについて総括し

て回答させていただきます。 

 農業の振興、農業の健全な発展を図るた

め、町内で一団の農地を有する区域におい

て、圃場整備等による効率化を目指し、計画

策定を行い、実施に向け努力をさせていただ

きましたが、農業従事者の高齢化及び後継者

不足、耕作者のいない農地、耕作放棄農地

等、営農環境が変化したため、実施には至っ

ておりません。 

 今後は、本計画が目指す将来の姿の実現に

向け、国、県、町、農業者、地元ＪＡ等々の

農業についてのさまざまな関係団体等が力を

合わせて取り組んでいくための共通の指針と

なるものであることを踏まえ、連携を図りな

がら推進してまいりたいと考えております。 

 ８番目の上記から見て達成できていないの

ではないかという質問でございますけれど

も、冒頭に回答させていただきましたとお

り、基本的な農業振興地域計画を見直すもの

ではなく、前回の計画に対しましてその内容

が経済事情の変化やその他情勢の推移により

現状とそぐわなくなっている箇所があるた

め、農業振興地域内の現状に沿った計画の総

合的な見直しを行ったものでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今いろいろとお答えになっ

たわけですが、この計画を読んでいて、また

本町が行ってきた様子を見ますと、私は、町

の立場にすると余り、農区長さんを初め、農

業をされてる方の意見を聞くよりも、本町が

計画を、これ立てるのだと、そういうことに

なっているので立てるのだという姿勢を感じ

る面があります。計画は立ってるんですけれ

ども、現場というか地元の方、地元の方もい

ろんな意見がありまして、この農業振興地域

に限らず、ほかの広い意味の調整区域とか、

そういったところの人の中にも現状のままで

いいという意見もあれば、また自由に家が建

てられるようにしてもらえないかという意見

の方もおられます。今、国全体で用途地域の

あり方についても議論がされている部分があ

りますので、将来的にこれが変われば本町の

対応も変わるのかもしれませんが、冒頭に申

しました地元の農区長を初め、農業に携わっ

てる方の意見をどの程度聞いておられるの

か、これについてお尋ねをいたします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 先ほどの質問

からあるように、まず上太田地区、また松

尾・広坂地区、阿曽地区につきましては、地

元調整に入って圃場整備等の計画を立てては

いかがでしょうということで地元調整に入り

ましたが、地元での合意が得られず、圃場整

備には至っておりませんが、阿曽地区におき

ましては営農組合が立ち上がって、みんなで

農地を守っていくというような形になってお

ります。 

 先ほども冒頭に回答したとおり、今の農地

を守るというような形でなかなか後継者がい

ない、また高齢化が進んでいる、そのような

中で個人で農地を守っていくには非常に難し

い時代が来ているなというふうに考えており

ます。やはり集団で、例えば地区の何とか自

治会とかという、そういう組織でもって営農

できない農地をほかの方が耕作していくと

か、また株式会社に委託するとか、またそう

いった管理が必要ではないかというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 農業への対策は本町だけで

なかなかこうすべきだというのはできない部

分があり、国の施策に大きく影響されるもの

と思います。 

 しかしながら、先ほど部長がお答えになっ

ているように、地元の合意が得られずという

ことですが――実際得るのは大変だと思いま

すけど――得られない可能性が大いにある事

柄を目標として最初から立てておられる部分

がありますので――本当にそちらの立場とし
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たら苦しいとこだとは思うんですが――私が

思いますには、計画を立てるときから地元の

方の意見をもう少し聞いていただけたらな

と。かといって、そちらはこの計画を立てな

きゃしょうがないからそうこうということに

なるわけですが、農業について十分住民の意

見を聞いて、県や国に意見を言っていただく

姿勢を町としてはとっていただきたいと思う

んですが、その姿勢についてはどのようにお

考えでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） これにつきま

しては、議員もおっしゃってたように、線引

きというような問題もありますし、また市街

化調整区域の中での農地を守っていく、また

国の政策として内部で必要な米の量は確保す

るというようなことで、農地を守るというよ

うな政策もとっておられるので、なかなか住

民がやめたいからといいまして農地からその

部分を除くというふうなことは非常に難しい

ということで、何とか農地を維持管理してい

くというようなことで太子町としては考えて

おります。したがって、いろんな農地への政

策を駆使しまして、できるだけ荒れた農地が

なくなるように今後とも努めたいというふう

に考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 大変なことだと思います

し、国の施策との関連性がありますので、私

がお願いすることは、住民の、農業をされて

る方の意見を今まで以上に聞いていただきた

いということであります。実際にこれを今す

ぐなくしてしまうというようなこともできな

いわけでありますので、意見を十分聞いてい

ただきたいということを申しておきます。 

 それでは、次の４点目ですが、計画的な道

路整備計画と道路の安全管理を目指せ。 

 路側帯についている自発光びょうの設置に

より、夜間でも道路が見やすい地域がある。

町内の町道では、アグロから消防署、また斑

鳩寺近く、国道では不二家以東の179号線に

設置されています。上記を今後町道において

増やし、視認性を高めていくべきだと思う

が、どうか。増やすとすればどこが考えられ

るか。 

 また、道路の全体的な整備計画はどのよう

になるか。先にずれ込んでいる事業等がある

が、県道、町道を含めて現状の道路整備計画

の具体的タイムスケジュールを現段階での予

定でもよいので明示されたい。 

 (1)自発光びょうの設置を推進し、視認性

を高めてはどうか。もし同じお考えであれ

ば、それの考えられる場所についてお答えく

ださい。 

 (2)現段階での予定でもよいので、今後の

本町の道路整備計画の具体的タイムスケジュ

ールをお伺いします。通行しやすくするため

に、新しい道路をつくる点を中心に（茶ノ木

踏切、揖保線の宮田方面への延伸等）、その

他についてお答えください。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、１点目

の自発光びょうの設置でございます。 

 町内の自発光びょうの設置につきまして

は、特に夜間の見通しが悪く、交通事故が懸

念される箇所やたつの警察署からの指導によ

る箇所へ設置をしております。設置箇所、用

費については交通管理者であるたつの警察署

と十分協議を行いながら決定をしておりま

す。 

 なお、当町として主に設置をしております

のは、車両等の光で反射する道路びょうで、

道路曲線部や障害物のある箇所、歩道乗り入

れ部等に設置し、夜間の視認性を高め、交通

安全対策を行っております。 

 今後、交通安全対策検討時には自発光びょ

うを含め、たつの警察署と協議を行いながら

目的に合った最適な交通安全施設を適切な場

所に設置をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 ２点目の今後の計画でございます。 

 現在は、ＪＲ網干駅に近接した茶ノ木踏切

では、ボトルネックとして慢性的な渋滞によ
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る交通障害が起きている現状でございます。

都市計画道路龍野線茶ノ木踏切立体交差事業

につきましては、測量及び物件調査も終了

し、用地交渉を進めております。さらに、Ｊ

Ｒ網干駅西南区画整理事業区域内の都市計画

道路部につきましては、物件及び用地買収が

全て本年度に完了しております。 

 現段階での事業スケジュールとしまして

は、兵庫県都市基盤プログラムで公表されて

いる平成29年度末を完了目標に、関係自治体

が一体となって事業推進に取り組んでいると

ころであります。 

 さらに、姫路市高田地区、太子町米田、沖

代地区より県に要望書を提出しております揖

保線の延伸につきましても重要幹線と認識

し、早期実現に向け要望等に取り組んだ結

果、本年度公表された兵庫県都市基盤プログ

ラムにおいて、平成31年から平成35年の事業

期間で新規事業にのることができました。 

 今後も、兵庫県と協力しながら事業推進に

努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今、計画については言われ

たわけですが、特に沖代の住民の方から言わ

れることは、道つける計画あるけれども早く

つけてもらえませんかと、いつになったらつ

くんですかと具体的に私も聞かれたことがあ

ります。大体これぐらいのもんじゃないです

かねというふうにお答えはしとるわけです

が、それがどんどん遅れていくと、１つ北側

にある信号のところが非常に――当局もよく

御存じだと思いますが――道路の幅のところ

が狭くて、自治会の役員さんの方も、また近

くにお住まいの方も、これは必ずしも私に意

見をくださった方も、自分が通りにくいとか

そういうことじゃなくて、見ていたら本当に

危ないんだと、通学のときとか。私も言われ

るもんですから、朝３回ぐらいですか、行っ

てみました、その時間帯に。通行のときに子

供たちが通っててどういう状態かとか、本当

に極めて危険な状態だと思います。ですの

で、県のほうの事業が遅くなればなるほど住

民が困られる部分がありますので、これを早

急に対応していただきたいと思います。また

その後の、今混雑している信号の部分の対応

について、十分対応していただくよう申し

て、次の質問に行きます。 

 ５点目ですが、人口増を進めるため転入者

住宅取得奨励金等を創設できないか。 

 ここでは「住宅取得奨励金等」と書いてお

りますが、必ずしもこれだけに限って私これ

を聞いてるわけじゃなくて、人口がどんどん

減ってきているので、本町がそれに対する施

策をこれまでとらなくても人口が増えてきた

けれども、今後は考える必要があるという趣

旨で、一つの例としてここに上げて、「等」

というふうに書かせていただいております。 

 日本全国で人口がこれから減少していこう

としている。幸い本町は県内で最も人口減の

少ない町であるという試算もある。しかしな

がら、日本各地では各自治体に来てもらえる

よう、各自治体に住民として住んでもらえる

よう方策をとっているところがあります。 

 例えば、たつの市では転入者住宅取得奨励

金を設けておられます。市外に居住していた

人がたつの市内に定住を目的として住宅を取

得した場合に、１年目に30万円、２年目、３

年目に各10万円、合計50万円の奨励金を交付

しておられます。また、市内に居住している

夫婦等に対して、夫婦のどちらかが40歳以下

であれば、市内に定住を目的として住宅を取

得された場合に、１年目に30万円、合計この

場合は30万円の奨励金を交付されています。

対象条件や対象住宅の条件はありますが、た

つの市の人口増を図ろうという施策であると

思います。赤穂市など、その他の自治体もさ

まざまな対策をとっておられます。 

 幸いこれまで太子町は、姫路市等のベッド

タウンの役割を果たし、人口が増加してきた

が、昨年１年間では人口は減少しました。本

町は、基本構想の総合計画の中で、先の国勢

調査をもとに人口推計を見直し、2020年をピ

ークに人口減少に向かうものとしたものの、
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このままでは長期的に見ると本町も人口減が

進むと予想されています。このあたりで、本

町も人口変化に能動的に対応し、人口増加の

ための施策を考えるべきではないかと考えま

す。 

 実際に人口増が難しい面もあるかもしれま

せんが、少しでもその速度を遅める、それを

食いとめるような政策を考えるべきではない

かと考えます。たつの市などの例に倣って、

何か具体策を考える意思はおありか。もしあ

る場合、具体的にどのような施策において人

口流入につなげようと考えるかについてお尋

ねをいたします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） お答えします。 

 たつの市の定住促進住宅支援事業は、平成

26年から28年度末までの間に住宅を取得した

転入者や若者を対象として奨励金を交付する

もので、予算が計上されております。 

 当町では、出生、婚姻、転入者への記念品

等をお渡しするおもてなし事業を平成26年度

より開始するに当たり、各地の定住促進施策

の情報を収集しましたが、奨励金の交付や物

品の支給などは人口減少が続く地域を中心に

実施されております。 

 居住地の選択には、生活環境のよさなど、

将来にわたって住み続けたいと感じられるま

ちづくりが重要であり、奨励金の交付にも一

定の効果はあると思いますが、現時点では実

施する計画はございません。 

 しかしながら、太子町におきましても人口

減少を将来的な課題として捉え、若者層の住

民が東京や大阪などの大都市に流出すること

なく生活し続けられるよう、雇用環境や子供

を産み育てる環境、また社会基盤の整備充実

のほかに、新たに市町間での広域連携の仕組

みである地方中枢拠点都市との連携事業につ

いて姫路市との協議を進めるなど、圏域の活

性化を図るとともに、魅力あるまちづくりに

努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今の御答弁の中で、こうい

った施策をやっているところは人口減少が続

いてる地方公共団体がされていると、そうい

ったことよりも生活環境がいいこと、将来に

わたって住み続けたい町であることが重要で

あるというような御発言だったと思います。 

 では、私は今これ個々の一つ、二つの政策

のことを申しているのではないんです。今部

長がお答えになったように、将来にわたって

住み続けたい町として本町はどういうふうに

考えておられるか。 

 それは、それぞれ自治体がいろいろ御努

力、いろいろ考えられて、一つにはある政策

であり、一つにはある政策であり、これは従

来から、もう大分前から、今部長がお答えに

なられたように人口が減っている地方公共団

体はいろんな政策を考えられてきています。

その一つが、例えば子供医療費を無料化にす

ることであったりとか、こういうふうな住宅

への助成であったりとか、いろいろあるわけ

です。 

 サンテレビの土曜日の朝の「西はりまサタ

デー９」という番組があるのを御存じだと思

いますが、そのコマーシャルの中に相生市さ

んがこのようなことをされております。「緑

と海に囲まれ、新婚さんにうれしい出産祝

い、家賃補助、子供に優しい給食・保育・医

療費無料、子育て支援日本一、相生」という

コマーシャルであります。この中でコマーシ

ャル画面に文言として載せられているのが、

「出産祝い金５万円」、それから「新婚家賃

補助月１万円」、「幼稚園、小・中学校給食

無料」、「市立幼稚園保育料無料」、「中学

３年まで医療費無料」と、こういう文言があ

ります。それぞれ地方公共団体は予算がそれ

ぞれある中でどういう施策に重点を置こうか

ということでしていかなきゃいけないわけで

あります。 

 ですから、本町としてはどのように、今部

長がお答えになった「将来にわたって住み続

けたい町、太子町」にするか、これが重要

――私も重要なことだと思います――これに



－58－ 

ついてどのようにしていくのが今よりもベタ

ーとお考えかについてお尋ねします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） これにつきまして

は、まさに総合計画の中で私どもがうたって

いることと同一のことでございます。したが

いまして、総合的な施策の中でそれぞれ一つ

ずつ住んでよかったなというまちづくりを進

めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 本町が考えておられないと

私言うつもりじゃないんです。しかし、いろ

いろと考えておられるところもお見受けしま

すので、今後本町も柔軟に考えてもらえた

ら。それを考えて、もしかしたら余り変わら

ない部分もあるかもしれませんが、一度柔軟

に考えていただけたらいいんじゃないかなと

いうふうに思っております。 

 人口が減少しますと、市場の縮小、個人市

民税などの税収の減少、歳入の目減り、社会

保障費への対応に苦慮したり、お店がなくな

る、また公共施設や道路等の維持管理に苦慮

するなど、さまざまな問題につながります。

さまざまな自治体がさまざまな取り組みをさ

れてきています。 

 繰り返しですが、幸い太子町はその施策を

とらずとも人口が増えてきました。ここらで

過去から対策を講じる自治体、先ほど総務部

長は過去にも本町のおもてなし事業のときに

いろいろ検討したとはおっしゃっていますけ

れども、さらにいろいろと対策を講じておら

れる自治体のことを学んでいただいて、施策

に行かせる面は１つでも２つでも生かしてい

っていただきたいというふうに切に思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

 では、６点目に行きます。 

 あと何分ありますか。 

○議長（橋本恭子） 17分。 

○服部千秋議員 15分、私がしゃべる……。 

○議長（橋本恭子） 15分。 

○服部千秋議員 15分ですか、私がしゃべれ

る時間ね。 

○議長（橋本恭子） はい。 

○服部千秋議員 ありがとうございます。 

 ６点目に行きます。 

 急傾斜地対策が進んでいるか、土砂災害危

険箇所等の情報を再度住民に徹底せよ。 

 過去に急傾斜地対策を推進していくべきで

あると問いました。また、今回の広島市のよ

うに多くの雨が降った場合、本町でも崖崩れ

の心配はないのか。また、先の台風11号の場

合にも、前回のようにではなくても、町内数

カ所で通行どめになりました。 

 (1)今回の広島での災害のようにもろい地

層などの特徴により、周辺民家に危険を及ぼ

しそうな箇所は本町のどことどこにあるか。 

 ハザードマップは町が県の情報を得て作成

しています。地層については花崗岩質である

という点は、県の情報をもとに町も把握して

いるようですが、今後県と協力して地質調査

を何カ所かでも行い、住民に注意を喚起すべ

きだと考えます。そのように進めてもらいた

いと思うが、いかがか。 

 (2)雨水対策について、下流域である姫路

市との協議が大切でありますが、なかなか進

んでいないのではないか。今回の広島市での

災害もあり、姫路市との協議をさらに進めて

もらいたいと思うが、いかがか。 

 (3)姫路市との協議とは関係ない部分で、

本町独自に排水に関して対策を講じることの

できる部分はないか。予算を伴うことである

ので大変であることはわかりますが、少しず

つでも解決できる部分もあるのではないか、

どのようにお考えか。 

 (4)急傾斜地対策は、地権者の了解や土砂

災害対策には砂防ダム等の膨大な費用等、ク

リアすべき問題が多くあります。そういう中

で、まず住民に再度防災について意識を喚起

する必要があります。まさにこの問題は行政

だけでなく、住民と一体となって防災・減災

対策を行うことが肝要だと思います。住民

に、また自治会長さんと役場の会合等で、ま

たその他の会合等で再度意識喚起と問題の共
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有について発信すべきだと思うが、いかがか

お尋ねします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広）まず、１点目の

地質調査をしてはどうかということでござい

ます。 

 兵庫県では、土砂災害危険箇所で土砂災害

防止法に基づく指定に必要な基礎調査を行

い、土砂災害警戒区域を指定しました。 

 太子町におきましては、平成18年、県によ

り基礎調査が実施され、急傾斜地の崩壊区域

53カ所、土石流区域12カ所が平成19年６月

19日に土砂災害区域として指定を受けまし

た。 

 指定された市町は、地域防災計画に土砂災

害に対する対応事項を掲載するとともに、住

民に周知しなければなりません。当時町にお

いて太子町洪水ハザードマップを作成中で、

その中に土砂災害警戒区域として掲載し、住

民に周知をすることとしました。 

 土砂災害特別警戒区域においては、基礎調

査に地質調査等を加えて実施しますが、太子

町に該当する箇所がないので、地質調査まで

は実施されておりません。 

 続きまして、２番目、雨水対策について、

姫路市との協議についてでございます。 

 兵庫県総合治水条例に基づきまして、大津

茂川水系にかかわる中播磨県民局及び揖保川

水系にかかわります西播磨県民局において、

それぞれ水系ごとの総合治水推進協議会が立

ち上げられ、大津茂川水系に関する協議は、

昨年度において終了し、中播磨地域総合治水

推進計画が策定され、兵庫県のホームページ

等で公表されております。 

 揖保川水系にかかわる協議は、この９月４

日に担当者レベルの協議会がスタートする予

定でございます。 

 姫路市との協議におきましては、姫路市下

水道整備室を窓口として、双方の問題点を洗

い出している状況でございます。 

 これらの内容との整合性を図りながら、今

後現在の推進状況や費用対効果を踏まえ、計

画的に雨水幹線等を整備していきたいと思っ

ていますが、雨水幹線の整備には多額の費用

と時間を要します。また、下流域の姫路市と

の協議があるため、いましばらく御猶予をい

ただきたいというふうに考えます。 

 町独自の対策でございます。 

 太子町独自の対策としましては、今年度よ

り雨水貯留施設設置補助制度を設け実施して

おります。今年度は10件程度の設置を見込

み、現在事前申し込みの方が８件あり、うち

５件が申請をされ、３件の方が設置を既にさ

れております。また、雨水1.1号幹線ほかの

測量委託を本年度は実施中でございます。 

 こちら経済建設部のほうは以上でございま

す。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 土砂災害区域の住

民への再周知につきましては、平成20年に太

子町洪水ハザードマップを各家庭に全戸配布

しておりますが、毎年度行っています防災訓

練や防災講演会、さらには出前講座などの防

災に関する各種事業や広報紙、ホームページ

を通じまして、引き続き土砂災害警戒区域の

危険箇所を含めた防災・減災についての啓発

を行い、住民の防災意識の高揚に努めてまい

りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 (1)のところで、地質調査

は行っていませんという御答弁で、そこで終

わったと思うんですが、私がここにお尋ねし

てるのは、地質調査を行ってもらいたいと思

うがいかがですかとお尋ねしてるんです。で

すから、その必要が今後本町に限らずいろん

なところであると思うんです。ですから、ど

ういうような土なのかを十分把握しているの

としていないのでは対応が違うので調査して

いただきたいというふうに思うのですが、そ

ういうことを、例えば本町だけでとか、ある

いは県に働きかけてやっていただこうとい

う、そういうことはできませんかということ

を再度お尋ねをいたします。 
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 それから、(2)の姫路市さんとの下流域の

対応でございますが、下流に流すところが十

分なっていないと、本町から幾ら流しても流

れないので大変なわけですが。ですから、そ

ういったことを言わなくてもされてるんじゃ

ないかとは推測をしますが、姫路市と一緒に

なって県なりに要望なり何なりしていただき

たいと、そういうところはいかがですか。 

 例えば、佐用町においては水害の後、川の

岸の部分を非常な予算をかけて整備していま

す。そのためには予算がいろいろ県、国から

なんで、そういうところまでなかなか本町で

できないということはわかっとるわけです

が、国のほうも今回広島でああいうことがあ

りましたので、広島以外でもありましたの

で、今後対応を恐らく考えられていくとは私

も思っておるんですが、地方の声をどんどん

上げていただきたいというふうに思います。

姫路市さんなどと協力して、そのような動き

をとっていただけたらというのが(2)につい

ての追加の質問であります。 

 済いません、私ちょっと十分聞き取れなか

ったのですが、(3)については、要は具体的

にどういうこと、どういうことができるとお

っしゃったのか、もう一回わかりやすくちょ

っとお願いしたいと思います。いかがです

か。 

○議長（橋本恭子） あと10分ですので。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、１番の

土質調査の件でございます。 

 これにつきましては、県が基礎調査を行

い、現地に入り、そういった状況を確認した

上で、太子町におきましては土砂災害警戒区

域というものに指定をされております。 

 先ほども申しましたけれども、そこでもっ

と危険であるということでありましたら、土

砂災害特別警戒区域に指定されます。その際

におきましては、通常の基礎調査に加えまし

て地質調査も加えて行うということになって

おりますので、太子町では地質調査を行うま

でに至らないということで実施がされており

ません。 

 当然議員おっしゃるようにしたほうがいい

のには変わりはありませんけれども、きょう

の新聞にもありましたように、県下でたしか

２万カ所ぐらいあるので、なかなかそれ全て

で行うというのは難しいと思いますし、一応

危険ではありますけれども、特別警戒区域に

は指定はされておりませんので、御理解願い

たいというふうに思います。 

 あと、２番の姫路との協議の件でございま

すが、佐用町のほうでは対策がとられている

ということでございますけれども、当然これ

災害があったところに対してそれに対する対

策を行うのは当然のことでございます。 

 姫路市と協議をして、できるだけスムーズ

に流れるようにというのは当然太子町側を整

備しますと、その水が全て――場所にもより

ますけど――姫路市に流れるということにな

ります。当然姫路市側においてもそれなりに

整備しないと、今の市の中の排水がうまくい

ってるかどうかということもありますし、当

然太子町から流れ込む量が増えますとその分

を見込んで河川等を整備するということにな

りますので、なかなか一朝一夕に太子町が整

備したから、姫路市が整備したからというこ

とにはならないということで、多額の時間と

費用がかかるということを御理解願いたいと

いうふうに思います。 

 ３番目につきましては、まず雨水貯留施設

を設置して雨水対策をしているということ

と、あと雨水の1.1号幹線といいまして、昔

のうかいやの南側を走っている幹線を、まだ

あそこで雨水幹線の実施がされていない部分

があるので、そういったことについての測量

委託を今年度実施しているということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 確認ですが、地質について

は県ではもう把握していて、県がそれほど危

険だとは判断していないので、本町もそれほ

ど危険だと判断しておられないということで
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よろしいかというのがまず１点目でありま

す。 

 それから、県が把握してる内容を本町も把

握しておられるのかどうかというのが２点目

であります。 

 それから、３点目ですが、このたび台風

11号のときに私も町内、雨が降ってるときに

ずっと見て回ったんですが――同僚議員にも

途中でお会いしましたが――あのときに浸水

している部分と、今回はそれほど場所的には

以前ほど多くなかったんですが、防災マップ

の中で浸水の可能性が、ハザードマップじゃ

なくて防災マップの中で水につかりやすいっ

て書いてあるところとそうでないところ、ち

ょっと言葉がわかりにくくて申しわけないん

ですが、ここに書いてあるところでなくって

その隣が浸水していたようなところがあるん

じゃないかなと私は思ってます。なので、こ

の防災マップももう一度見直していただく必

要がある面があるんじゃないかなと思ってお

るんですけど、いかがですか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、土砂災

害の件でございますけれども、危険か危険で

ないかといいますと、危険であります。ただ

し、それはどれぐらいの雨が降ったときに、

またどういった状況で危険であるかというこ

とは、その急傾斜という角度とか、そういっ

たもの、また土砂災害の土石流については、

そういう地形にあって危険であるということ

で、過去のそういうデータからそういう場所

を特定して、そこについて現地調査を行いま

して、当然その基礎調査によってどれほど危

険かということで県が判断し、そのデータに

ついても調査内容をいただいております。で

すから、どういったことで危険か危険でない

かという判断については、非常に難しいと思

います。また、今回の広島市の件につきまし

ても、指定されてない部分で起こっていると

いう事実もありますんで、必ずその場所で起

こるというふうに限ったわけではないので、

なかなか安全ということは言い切れないとい

うふうに考えております。 

 ３番目の防災マップについてでございます

けれども、これは洪水ハザードマップをつく

る際に、各地域におきましてその地区、地区

で起こっている水害といいますか、そういっ

たことについて事前に調査をしたということ

でございますので、それまでの過去の経緯で

ここが危ない、ここが危ないということを防

災マップに記載したわけであります。です

が、それ以降気象条件が非常に変わってき

て、ゲリラ豪雨というか、非常に多量の雨が

降るようになったので、当然それまでに起こ

っていないようなところで浸水が起こってい

るという状況であるというふうに考えますの

で、それについては防災のほうで今後見直す

か、またはそういった形での今実際に起こっ

ている箇所は把握しておりますので、防災マ

ップに加えるなどして対応したいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 この山の斜面、危険ではあ

るというお答えだったわけですが、最近こう

いうふうに雨がたくさん降ってるわけです

が、では、こういうことが起こり始めてから

実際に山に登ったりとかして、現場見ていら

っしゃいますか。例えば、この１年間に本町

の崩れそうなところ、防災マップであればこ

こ、ここ、こことか地図で書いてあります

が、そこにそれぞれのところ、役場職員が行

ってこの１年間見られてますか、見られてま

せんか、いかがですか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 特に現地に行

って確認はしておりませんけれども、原池の

ところでは毎回土砂による被害が道路まで及

んでおりますので、それの除去等をしており

ますし、今当然平岩、丹生山のほうでは、急

傾斜対策として事業を実施しているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 
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○服部千秋議員 見ていただきたいと思いま

す。私山の中で大きくなって育っております

ので、山の中とか歩いたり、キノコが生える

ときはキノコをとりに行ったりとか、このあ

たりにはマツタケが以前はあったとか――本

町でもありますが――いろいろ特徴がありま

すので、この山の様子もたまには本町の職員

も見ていただきたい。それから、土壌につい

て、もちろん予算のこともありますが、調べ

ていただきたいということを求めておきたい

と思います。 

 最後ですが――先ほど総務部長のほうがお

答えになってるわけですが――住民にこれま

でも注意をいろんなところで喚起してお知ら

せしてるということでありますが、それはさ

れてる部分はされていて、なかなか行政がし

ても、これまでもしかしたら十分に見てもら

えてない人もいたかもしれませんので、これ

からも折に触れてこういった情報もお知らせ

いただけたらと思うんですが、この点につい

てだけ最後お言葉をお願いします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 自分の生命、財産

を守るために、自分のところがどのような状

況かということを感じていただくのは非常に

大事なことでございますので、今後ともそう

いうことについては周知徹底していきたいと

思います。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 じゃあ、これで終わりま

す。 

○議長（橋本恭子）以上で服部千秋議員の一

般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩します。 

   （休憩 午前11時46分） 

   （再開 午後１時13分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行します。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 こんにちは。８番吉田日

出夫、通告に従い一般質問をいたします。 

 本日の内容は、太子前処理場予算削減につ

いてですけども、この問題は我々現在の議員

だけじゃなくって、以前より議員様がいろい

ろと当局と努力をされて検討されてきたんで

すけども、残念ながらいまだにまだ多額の費

用をかけてこの処理をしているという内容

で、きょうあえてまたお聞きする形なんです

けども。 

 実際に町民とか我々議員が思うております

のは、当初この内容をお聞きしますと、太子

町は当地にこの企業を誘致したときに十何社

あった企業が、現在は排水に使われている企

業が約３社と我々はお聞きしておるんです。

その中で、私どもが議員になってからでも、

この費用は１億円から約9,000万円ほどにな

っておるんですけども、そんなに大きな削減

という形にはなっておらないんです。そこに

一番、なぜ十何社もあった企業が二、三社に

なったのに、そんだけの費用をかけてやらな

ければならないのか、またそうなるのかが

我々一番の疑問点があるんです。 

 そういう内容から、今また我々は経済建設

常任委員会、それと当局とともに国、県、そ

れと関係市に協力を得まして、現在この生汚

泥の揖保川浄化センターへの搬送処理を調整

の上、27年度の下水道事業計画にのっとって

この内容を削減ができないかということで当

局もいろいろと検討を進めてもらっておるん

ですけども、そういう意味合いを含めて４項

目の内容の確認をさせていただきます。 

 まず１つとして、現時点での太子前処理場

との皮革汚水の排水協定事業所は本当に何社

が該当しておるのか。 

 それと２番目は、排水の単価は現在幾らな

のか。また、この協定は毎年更新処理をされ

ているのか。 

 ３番目としまして、現在推進中の案が、こ

れが不可となった場合には、次の案は検討を

なされておるのかどうか。 

 それと４番目は、行政として多額の税金を

投入している当問題の最終的目標はどこに考
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え、今後推進をされるのか、この４項目をお

聞きしたいと思います。お願いします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） それでは、ま

ず１点目の皮革排水をされている業者の数で

すけれども、現時点におきましては、先ほど

議員もおっしゃられたとおり、３社でござい

ます。 

 続きまして、２番の処理単価でございます

けれども、処理単価につきましては、平成

26年度は立米当たり240円でございます。 

 この料金につきましては、平成22年度にお

きまして兵庫県、姫路市、たつの市、太子町

及び兵庫県皮革産業協同組合連合会との協議

におきまして、平成23年度から27年度までの

５年間について協定を結んでおります。 

 ３番目、現在推進中の案が不可となった場

合ということでございますけれども、兵庫西

流域下水汚泥処理事業は、兵庫県が事業主体

となり、姫路市、たつの市、太子町で構成さ

れ、各自治体が実施する公共下水道から発生

する汚泥と流域下水道の汚泥を集約し、安全

で経済的な処理を行うことを目的としており

ます。兵庫西スラッジセンターでは、兵庫西

流域下水汚泥処理場を初め、送泥管、送泥ポ

ンプ場の維持管理等を行っております。送泥

ポンプ場は４カ所あり、そこから生汚泥が送

泥されております。 

 太子町においては、前処理場から発生する

汚泥を乾燥させて搬出しております。他の自

治体からも生汚泥を送泥管及び乾燥汚泥で搬

入しており、基本的に構成市町から発生した

汚泥を処理するための施設であり、搬入方法

の変更については関係団体の承認を得ており

ますので、不可ということは考えておりませ

ん。 

 ４番目の最終目標はいかがかということで

ございますけれども、この生汚泥搬送計画に

より、今後施設の更新の費用として十数億円

が削減され、財政負担の削減に大きく寄与さ

れるものと思っております。 

 今後においても、環境保全の観点から皮革

前処理場は必要な施設と考えており、生汚泥

による搬送事業として推進してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 まず、１項目のこの３社

で今排水が、使われておるということなんで

すけども、排出をされておるということなん

ですけども、この３社以外の過去に使われて

おった業者との協定というのは、現状はどう

なっておるんですか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 特に各社と協

定を結んでおるわけではありません。設置さ

れた当時に皮革処理をされている事業所から

排水を処理するような形で設置をしておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 ということは、今後もし

当初十数社ありました業者がまた事業を再開

したいというときには、何も協定もなしに簡

単に了解をされるという意味合いですか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 当然今まで閉

鎖している事業所が再稼働されるとなります

と、当然処理する必要が出てくるというふう

に考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 私が思いますのは、費用

の削減という意味合いで、先ほど部長のお答

えの中に、汚泥をバキュームで運ぶというこ

の案に対してはきちっと解決がされる意味合

いでおっしゃいましたけども、それが今後な

されるときに協定というのはきちっとお互い

が取り交わして、その中で現在は何社使って

いる、またそれをするにはきちっと申請が必

要だと、こういう意味合いが必要と思うんで

すけども、いかがなもんでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 皮革処理をさ
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れている事業所は、太子は３社でございます

けれども、たつの市、姫路市にはもっと多く

ございますし、当然その責任の所在をはっき

りするという意味におきましても、そういっ

たことは必要かなというふうには考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 今私自身が確認をさせて

いただいておるのは、他市の場合のことじゃ

なくって、太子町としての予算に関してこれ

説明を確認してるんですけども、そういう意

味からいうたら、こういう形で汚泥の搬送が

されて予算の削減がなるこの機会をもってき

ちっと協定を交わして、今後増える、減るを

含めて進めていく必要があるんと違うんかと

思うんですけども、いかがですか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 協定のいかん

に問わず、当然前処理されて流れて出る汚水

は処理をしなければ、河川がまた汚濁になっ

て水質が悪くなりますので、当然それについ

ては太子町のエリアのものは太子町で処理す

る必要があるというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 次に、２番の項目で確認

します。 

 先ほど部長のお答えでは立米240円で現在

処理してるということが、平成22年度から

27年度までの運用ということでお聞きしてま

すけども、現在は排水を川へ流す処理をして

おるんですけども、これを汚泥の搬入という

形の処理に変わった場合でも、単価はこれ１

町だけで、太子町だけで考えてるんでないん

で当然そこら辺の考え方というのがあると思

うんですけども、そういう搬入処理の仕方が

変わった場合は、太子町としてはどうお考え

になるんですか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） ちょっと説明

に不手際があったようでございます。 

 26年度におきましては、240円立米当たり

でございますけれども、23年度は225円、

24年度は230円、25年度は235円で、26年度が

240円、そして27年度は250円という協定を平

成22年に結んでおりますので、その年度ごと

に単価のほうは変わっております。 

 今議員からおっしゃられた処理法が変わる

ことによって処理単価は変わらないのかとい

うような御質問でございますけれども、先ほ

ども申し上げたように、兵庫県、姫路市、た

つの市、太子町及び兵庫県皮革産業協同組合

連合会との協議において処理価格は決めてお

ります。これにつきましては、姫路市で処理

をされてもたつの市で処理をされても、立米

当たり240円必要であると、26年度はそうい

うことでございますので、当然その団体にお

いて今後の金額についても取り決め、それに

よって処理をさせていただきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 じゃあ、次に３項目めで

すけども、今搬出という形が部長のお答えで

は問題なく、この内容が処理されるように進

められるということでお聞きしましたので、

我々常任委員会でもきちっとフォローはさせ

てもらいますけども、これがきちっと進むよ

うによろしくお願いしたいと思います。 

 それと、４番目のこの項目で、要は現在排

出をされておるところも、これは当然太子町

が誘致をして進めていった形なので、この企

業さんが使われるという形のある場合には、

それはいつまで処理をされるのか、それとも

またどっかで何らかの考えでというのが、一

つの例として、今汚泥処理をしているのをた

つの市とかそこら辺へ流すような、そちらの

ほうへ振るような形のお考えはあるのかどう

か、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 事業主さんが

移転されるということであれば、それはいた

し方ないことではございますけれども、太子

町のほうからそちらへ移動してくれとか、そ
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ういったことは当然言えるわけもございませ

んし、当然その皮革処理場がある限りは、前

処理は必要で環境保全のために今後も必要で

あるというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 それと、関連の市町さん

あたりは、皮革のでき上がる製品が関連して

まして、国等から十数億円というような補助

をいただいておるように我々情報としては認

識しておるんですけども、太子町の場合に

は、要は汚水処理するという形だけで数百万

円と私は記憶しておるんですけども、それだ

けの補助しかもらえてないんですけども、そ

こら辺の金額の開きが大きいので、もう少し

何らか太子も努力して、市ほど十数億円もら

うということは、それは決してないと思うん

ですけども、そういう補助金がもらえる形の

努力を考えておられるかどうか、そこら辺お

願いしたいんです。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、皮革製

品の補助については産業関係のほうの補助と

しておりていると思います。また、皮革の処

理に関しましては、環境のほうからおりてい

ると思います。 

 また、ちなみに揖保川流域での処理につき

ましては、姫路市では80万1,049立方メート

ル生汚泥で搬入しているのに対しまして、太

子町では114.86トン――トンと立米で若干数

字は違いますが――こういった状況で搬入し

ている汚泥の量が余りにも違い過ぎますの

で、当然その費用に対しまして国や県からの

補助があるということで、量的なものの差が

ありますので、それはやむを得ないというふ

うに考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 いろいろお聞きしました

んですけども、どちらにしましても冒頭に話

ししましたように、大事な町税が、多額の金

額がこの処理に投入をされておるので、我々

委員会も含めて当局と一緒になって、この予

算が削減されるように今後も努力したいと思

いますんで、当局のほうも今に甘んじず、い

ろんな努力、検討をお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 以上で吉田日出夫議員

の一般質問は終わりました。 

 次に、平田孝義議員。 

○平田孝義議員 こんにちは。７番日本共産

党の平田孝義、通告に従いまして質問をさせ

ていただきます。 

 まず１点目、集中豪雨など災害対策につい

てです。 

 昨年の伊豆大島における大規模な土石流に

よる悲惨な災害の記憶を忘れないうちに、今

年も台風災害、またお盆休みを襲った16日か

ら17日未明にかけての京都、兵庫県下の局地

的豪雨、さらに20日未明、広島市北部で大規

模な土砂災害が発生しております。また、そ

れに死者、行方不明者約90人、これは８月

22日現在のものであります。こういった大惨

事をもたらした記録的集中豪雨が相次いでお

ります。これら集中豪雨は、いずれも極めて

狭い範囲で短時間に200ミリから300ミリとい

う平年の８月１カ月の雨水量をはるかに上回

る異常な降雨です。このような大雨は、日本

列島のどこで起きてもおかしくないというの

が近年の状況であります。 

 比較的大雨や台風による大きな災害がない

太子町としても、例外ではありません。台

風、大雨など自然災害に対する従来の認識を

改め、根本的に防災対策を見直す必要がある

と考えます。当局の対応をただします。 

 そこで、(1)先の議会において、それぞれ

防災に関する質問を行った。防災対策とし

て、その後進捗していることがあるのか。そ

れと、①同報系防災行政無線については検討

されているのか。 

 ②ハザードマップの見直しはどうなのか。 

 ③避難場所、避難経路の安全について、こ

の点について当局に問います。 
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○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） まず、同報系防災

行政無線につきましてですけれども、災害時

における避難情報を住民に周知するための伝

達手段の一つでございますが、太子町の地域

の特性や、また整備に莫大な費用を要します

ので、その辺を含めて今後検討していきたい

と考えております。 

 ２つ目の現在県において想定降雨量、また

浸水深ランクの見直しによるハザードマップ

の見直しを計画しているところでございま

す。町の実態や住民の意見などは県のハザー

ドマップに既に反映されており、その後の情

勢を反映させた県の見直しが完了した後、本

町のハザードマップを見直す予定でございま

す。 

 ３点目の一部の避難場所が浸水想定区域内

や土砂災害警戒区域内に位置し、大災害時な

どの状況に使用できなくなる部分が出てくる

ことも考えられますが、想定される浸水深は

１メートル未満と見込んでおり、２階部分は

使用が可能であると考えており、またそのと

きの判断で、別の避難場所への誘導も考える

ところであります。 

 また、本町では災害時等において民間事業

者と避難場所の提供について協定を締結し、

できるだけ多くの避難者の受け入れができる

ような方策をとっております。 

 避難経路の安全性について、本町としては

発災対応型の防災訓練を実施し、自治会ごと

に安全な避難経路を確認していただいており

ます。災害時においては、その経路が確保で

きない状況も考えられますので、臨機の対応

が望まれるところでございます。それらの対

応も踏まえて、防災訓練等においてＰＲして

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 今部長のほうから回答いた

だきました。 

 同報系防災行政無線、これは以前にもこの

議会において質問をさせていただいておりま

す。その見解から見ても、今回の丹波市にお

ける災害時に避難勧告等を周知する上で、こ

の同報系の無線ですか、これによって集落と

個別配信について、深夜の勧告発令に伴うそ

の指示が、こうして多くの住民が垂直避難を

したおかげで多くの命を守ったということが

報じられております。 

 このように同報系防災行政無線が多くの命

を救ったということは、本当に太子町におい

ても、今先ほど部長のほうから予算のことも

言われましたけど、前回２億円から３億円あ

ったら可能だろうということを私は聞いてお

ります。こういった中で、今現在新庁舎建

設、これに対して多くの予算をつぎ込んでお

ります。そういった中から命を考えれば、当

然これは優先からすれば住民の生命を守る上

においては大切じゃないかなと私は思うわけ

であります。 

 それと、避難に対しての答弁いただきまし

た。いろいろな訓練の上で行えば、そういっ

た被害も大したことないだろうという部長の

判断ですけど。それとハザードマップです。

今太子町が出されてる――私がここに持って

おるんですけど――このハザードマップ、こ

れを見ますと、100年に一回起きる大雨、こ

れによって大津茂川は１時間、総雨量が

62.2ミリで、また林田川は24時間の総雨量が

196ミリ、このことに達したときに決壊する

おそれがあるということがこれに書かれてお

ります。今現在、日本の雨量とか、今事故が

あったり災害があったところを見ますと、ほ

とんどがもうこれを、この水位を超えてると

いうのが現実であります。 

 それと、あと一つこの件で聞きたいのは、

災害は忘れたころにやってくるということも

書かれとんですけど、これ本当に、災害は忘

れたころにやってくるんじゃないんです、今

はいつでもやってくるというのが常識になっ

てます。そういった中で――これを指摘する

わけじゃないんですけど――次にハザードマ

ップを変えられる場合は、当然これこういう

文言も考えられたらええのかなと私は質問し
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ております。 

 それと、今このハザードマップの中でも、

先ほど部長から言われた太子の場合は、これ

は平成20年につくられとんですか、これは。

ほいで、県の場合のハザードマップを見ます

と、これは22年、２年後にまた再度つくられ

とんです、県のほうで。太子町のこのハザー

ドマップとこれを確認しますと、ちょっと異

なるとこがあると。きょうは、この議場でこ

れを細かいとこまで指摘するということはし

ませんけど、一度これ確認されたほうがいい

のじゃないかなと私は思うわけで。 

 それと、１つ聞きたいんですけど、避難場

所、また避難経路の安全について、先ほど回

答いただきましたが、そこでこの件について

１点伺いたいのは、佐用町の水害時に夜間で

あって避難場所に向かう途中で水路に流され

て多くの町民が失われております。太子町が

つくったハザードマップによると――１つだ

けこれ聞いとってほしいんです、これはもう

やってもらわなあかんことですから――ＪＲ

山陽本線南側、浸水地域が広がる中で、南総

合センターへの移動、これは物すごく気にな

るんやね。これ距離が長い関係、それと時間

がかかって避難自体が浸水地域内で本当にこ

れ危険な場所であると。そういうことになっ

て避難が不可能じゃないかということを考え

るわけで。この地域には高い建物がないんで

す、確認しても。安全な避難場所の確保が急

がれると思うんです。全体からしても、先ほ

ど私指摘しましたけど、確認すればいろいろ

な違いがあるということを確認しておりま

す。そういうところで、避難場所と経路の安

全性についてもう一度地元住民とともに検証

する必要があるのでないかと、このように思

うんですけど、この件に対してはどうでしょ

うか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 先ほど答弁させて

いただきましたけども、県のほうで今回ハザ

ードマップの見直し作業が予定されておりま

す。それに合わせまして、本町のハザードマ

ップについても見直しを行う予定にしており

まして、その際にはいわゆる防災マップと危

険箇所の再把握については、もう一度十分地

域住民との話し合いをして確認していきたい

と、そのように思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 部長が今言われたように、

ぜひハザードマップの中身もちょっと見ても

らって、ほいで先ほど私、２点指摘しました

けど、この文言ですか、これらも一度検討さ

れたほうがいいんじゃないかなと思います。 

 そういった中で、最後に私がお願いしたい

のは、気象庁が1976年から日本中の観測点で

行われた観測によれば、１時間に50ミリ以上

――いわゆる１時間に50ミリということは、

もうバケツで落とすような降水量やね――そ

れが当然降れば、太子町の大津茂川、そして

また林田川、これは当然もたないだろうと思

うわけであります。そういった中で、37年間

で何倍も増えてるらしいんです、この50ミリ

以上の雨が降るということ。それと、１日

400ミリ以上の雨が降る日も６倍に増えてい

るという統計が出ております。先ほどの林田

川の場合だったら総雨量が196ミリ、24時間

で、それで１日で400ミリというたら、大方

倍以上の雨が降るということですから、ぜひ

こういうことも確認しながら住民の安全等を

確保することが行政の役割ですから、この点

については順次早急に検討していただきたい

なと思います。 

 それでは次の質問に移ります。 

 ２つ目ですが、集団的自衛権行使容認につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 (1)安倍内閣が集団的自衛権行使容認の閣

議決定を強行してから、はやもう２カ月にな

ります。お盆を挟んだ期間も続き、亡国の政

治と国民との矛盾が劇的に広がっておりま

す。安倍政権が海外で戦争をする国づくりの

暴走を重ねたことで、戦争と平和を考える８

月にさまざまな人がいろいろなことを考え、

そして危機感を語り始めたという印象があり
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ます。 

 そこで、①太子町として集団的自衛権行使

容認に対してどのように受けとめるのか。 

 ②国に対する意見書提出など、こういった

ことに対して当局としてはどのように考える

か。 

 (2)「教育のつどい2014」は、「子どもた

ちに豊な成長を保障する教育を」と全国から

教師、保護者らが集まり、戦争をする国の人

材づくりを狙う安倍内閣の教育再生に抗し、

「教え子を再び戦場に送るな」のスローガン

で、発足以来64年間続けておりますが、この

件について問います。 

 そこで、①歴史のある集会ですが、太子町

の教職員がこれまでにこの大会に参加された

ことがあるのか。 

 ②政府が集団的自衛権行使容認を踏み出し

たことで、教育者の立場からして、教育長は

子供たちに対してどのように考えるか、この

件についてお答えをいただきたいと思いま

す。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） まず、安全保障は

国の担任事務であり、町は国の方針を遵守す

る立場にありますので、町が判断すべき立場

にないのですが、そのことを前提にお答えい

たします。 

 ７月に政府が集団的自衛権の行使を認める

憲法解釈の変更を閣議決定したと報道され、

その後の報道機関ではさまざまな議論がなさ

れているところでございます。首相の会見で

は、このたびの閣議決定は、我が国を取り巻

く安全保障環境が厳しさを増す中、国民の命

と平和な暮らしを守るため何をすべきかとい

う観点から、安全保障の法整備の基本方針を

示すものであり、抑止力の向上と地域、国際

社会の平和と安定にこれまで以上に貢献し、

我が国の平和と安全を一層確かなものにして

いくとされています。また、閣議決定で集団

的自衛権行使ができるようになったわけでは

なく、法整備が必要で、改めて国会の審議を

経ること、実際の行使に当たっても国会承認

を求める考えであることが言及されておりま

す。 

 これらのことから、「日本と密接に関係あ

る国が攻撃された場合、日本の存立が脅かさ

れ、国民の生命、自由と幸福の追求権が根底

から覆される明白な危険がある」、２つ目と

して「日本の存立を全うし、国民を守るため

ほかに適当な手段がない」、３つ目として

「必要最小限の実力行使にとどまる」の３条

件を満たせば、集団的自衛権は憲法上許容さ

れるとした閣議決定は、直ちに戦争を認める

ものではないことは明らかであり、自国防

衛、抑止力の強化であると捉えております。 

 以上のことから、我が国の平和と国民の安

全性を損なうような方針が新たに出されたと

は認識しておりませんので、現在のところ意

見書を提出する考えはございません。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼します。 

 「教育のつどい2014」に参加したかどうか

ということでございますが、過去についての

参加したか云々の記録をしたものはなく、お

答えができませんので、私が知り得る近年に

おいて当町の教職員が参加してると確認でき

た事例はございません。 

 ２番目の集団的自衛権行使容認を教育長は

子供たちに対してどのように考えるかという

ことですが、集団的自衛権の行使を容認する

ことは、そのことが戦争への引き金になるの

ではないかと不安を訴える考え方がある一方

で、それが戦争への抑止力であり、積極的平

和主義につながるとの逆の考え方もあり、一

言ではお答えし切れない非常に難しい問題で

あると考えております。 

 ただ、教育者として、人生の先輩として、

これを機会に子供たちに伝えておきたいこと

を１つ上げさせていただくとすれば、二度と

戦争を起こしてはならないという強い不戦の

誓いのもと、毎日平穏無事に過ごしているこ

とへの感謝の気持ちを通して、明るく心豊か

な未来を築いてほしいということでございま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 総務部長と教育長より集団

的自衛権行使容認について、太子町の見解、

また教育の立場からしてそれぞれ回答をいた

だきました。それぞれ考えがある中で、行政

の立場からしてもこの問題ははかり知れない

重要な問題として答弁をいただいたわけであ

ります。 

 自衛権について話をすると、これまで２回

の世界の大きな紛争、世界大戦、このことに

ついて国際社会は武力行使を原則違反として

きました。２つの自衛権があり、自衛権発動

では、個別的と集団的があります。個別的自

衛権は自分の国が攻撃されたことへの反撃、

集団的自衛権は自分の国が攻撃されていない

のに同盟国が攻撃を受けたら同盟国を助ける

ためにともに武力行使ができる、相手国への

武力攻撃を正当化する考えです。 

 これまで集団的自衛権を実際に行使した国

はごくわずかで、自衛とは無縁の軍事大国が

小国へ軍事介入させてきました。それは、今

までの歴史から見ても1956年、ソ連がハンガ

リー介入、65年にはアメリカがベトナムへ、

68年にはソ連がチェコスロバキア侵攻、また

90年にはイラクのクウェート侵攻に対してア

メリカがイラクを攻撃など、支援の要請もな

いのに攻撃を行う。2001年９月の同時多発テ

ロ事件でも国連は法の裁きを表明したにもか

かわらず、アメリカとＮＡＴＯ北太西洋条約

機構は個別的、集団的自衛権を口実に、アフ

ガニスタン攻撃を開始し、結果はテロ根絶と

はほど遠い、兵士どころか多くの民間人の犠

牲を生み、アフガニスタン情勢の泥沼化をも

たらしました。これが集団的自衛権の可能性

と全貌であります。 

 これまで日本を戦後支え、二度と戦争介入

はと自民党を初め、それぞれの時の権力者た

ちが守り通したことを、今回強行をした閣議

決定は、憲法のもとでも容認される武力の行

使があるとしています。 

 それと、自衛権の行使には多様な方法があ

ります。それらを抜きに自衛のためだとして

集団的自衛権容認で武力行使まで認めてしま

えば、軍拡競争につながりかねません。前の

戦争も拡大戦争もやって、第２次世界大戦で

日本はドイツとイタリアと軍事同盟を結び、

ある意味ではこれが集団的自衛権、それが再

現されたと思いますが、戦争反対の立場から

すれば、黙っていられない気持ちでありま

す。 

 よく聞くと、国益とよく言われます。国益

とは何か。73年前の戦争でも国益のためにと

信じて戦争へ突入した。本当の国益とは、国

が豊かになり、他国からいい意味で評価され

ることこそ国益と思います。 

 少しのほころび、針の穴的なところから大

きく穴があき、武力の行使により紛争につな

がり、殺し、殺され、戦争への再現に結びつ

いていきます。もしも日本が戦争に参加する

ことになっても、まさか自分たち、それに自

分の子供、孫たちには関係ないと思っていら

っしゃったら大間違いです。そういったこと

も考える必要があります。 

 こういったことで、教育者の立場からし

て、また行政の立場からして、この件につい

て再度質問させていただきます。 

 やはりこれに対しては一切国の言いなりか

ということをお聞きいたします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 先ほど答弁したと

おりでございます。 

   （平田孝義議員「議長」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

 ちょっと待ってください。教育長は要らな

いですか、返事。 

   （平田孝義議員「え」の声あり） 

 いや、教育長に答弁をしてもらうので。 

   （平田孝義議員「ああ、済みません」

の声あり） 

 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 行政側と同じでござ

います。 
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 ただ、教育者としましては、法律とは、憲

法とはという事実をそのまま教えることであ

って、それを判断していくのが成人になって

判断していくものと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 ちょっと形を変えて質問さ

せていただきます。 

 そこで、集団的自衛権の行使を前提に、国

は教育を初め、内政の各分野で安全保障上、

必要な配慮を払うことを盛り込んだ教育改革

に熱心な安倍内閣です。こういったもくろみ

がここであらわれてきていると感じる中で、

それを１点伺いたいのと、地方自治体や国民

に対し、協力する責務を負わせようとしてお

ります。具体的には明記しておりませんが、

補給、輸送、整備、衛生、警備、通信など、

あらゆる分野で、自衛隊だけでなく国民が総

動員させられる可能性があるわけでありま

す。立法により実質改憲をしようとしており

ますから、この件について、もし改憲された

らどう思われるか、やっぱり国と一緒にとも

に頑張るんかなということをお聞きいたしま

す。お願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 私どもは、仮定で

の話での答弁はできかねますので、御了承お

願いします。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 そういう難しいことには回

答できない行政の立場もわかります。そうい

うことで、この件に対しては当局がどのよう

に考えているかということもお察ししました

ので、これはここで差し控えておきます。 

 そこで、教育長にあと一点お伺いしたいの

は、憲法を守り、生かして子供たちに豊かな

成長を保証する教育、これについてそういっ

た教育を維持、推進していくということが本

当に教育者の立場でないかなと思うわけであ

ります。 

 そういったことで、集団的自衛権の閣議決

定が教育への押しつけや締めつけが強まりそ

うな感じがあるのか、それは子供たちのため

にならない――あればですよ――ほんで、こ

の点について１点と、学校でも職場体験に自

衛隊の項目が入ってきたと聞くが、この件は

どうなんでしょう。２点お伺いいたします。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 先ほどもお答えしま

したように、私どもは憲法というのはどこの

国にもございます。また、法律もどこの国に

もございます。それを正しくそのまま教え

て、それがどう判断していくかは成人になっ

てのことでございます。 

 ただし、どこの法律でも共通的に言えるの

は、命を守る、命の尊厳さを教えるというこ

とは、これは究極の目的でございます。その

立場に立って判断していくものと思われま

す。 

 ただ、先ほどの自衛隊の職場体験というよ

うなところも言われてましたんですが、そこ

で何を学ぶかというようなことにかかわって

いくんじゃなかろうかなと思います。規律と

か、または約束事とか、秩序とか、そういう

ものも学ぶところであれば、それもその校長

が判断してそこの職場体験というようなとこ

ろもしてもいいんじゃないかと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 軍事主義を教え込んだ戦前

の教育の恐ろしさが侵略戦争を美化させな

い、そういった教育、事実を事実として教え

ることが大切ではないかと思います。争いに

対する危機感など、全ての子供たちに伝える

ことは教育の役割として大きなことだと思い

ます。古臭い決まり文句になりますが、どう

か平和と命を大切に、本当のことを伝えて導

ける教育をお願いし、次の質問に参ります。 

 ３つ目として、原発再稼働についてです。 

 福島原発事故の経験を踏まえ、深刻なるも

とで放射能汚染から子供を、国民の健康を守

る要求など、原発に反対する世論と運動が大

きく広がり、原発ゼロの日本の実現が国民多
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数の意思となり、今日本の原発が全て停止を

しております。 

 今の政府は、原発を基盤とする重要なベー

ス電源として将来にわたって維持、推進し、

再稼働を進めるとしたエネルギー基本計画を

昨年12月に発表しております。そこで、各地

で原発再稼働中止、原発なくす自治体宣言を

上げようと住民運動が進められております。

再稼働に対し、太子町の見解はどうなのか。 

 それに関連し、(1)自然エネルギーを活用

した太子町独自の事業、個人はもとより事業

所に対し助成制度、対策など考えておられる

のか。 

 (2)放射能に対する測定など、定期的に行

うことがあったのか、なかったのか、これに

ついてお伺いいたします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） まず、原子力発電

所のあり方など、国のエネルギー政策の根幹

については、先ほども申し上げましたけれど

も、国の担任事務であり、町は国の方針を遵

守する立場にありますので、そのことを前提

にお答えいたします。 

 御存じのように、現在国内の原子力発電所

は全て停止している状態です。現在の電力の

需給バランスは辛うじて保たれております

が、火力発電所に大きく依存している状況で

ございます。 

 今後の経済成長には今以上の電力の供給が

不可欠でありますし、火力発電の燃料である

石油、天然ガス等の輸入増等により、発電コ

ストが上昇し、昨年には電気料金の値上げも

行われたところでございます。関西電力は、

３期連続で経常赤字を計上しており、さらな

る料金値上げも話題に上がっております。 

 現経済水準の維持、また住民負担の上昇等

を考えると、将来的には原子力に依存しない

エネルギー体系を築くべきであると考えます

が、安全性を確認された原子力発電所の再稼

働も現時点ではやむを得ないものと考えてお

ります。 

 経済産業省では、エネルギーベストミック

スの策定を進めている報道がなされており、

その方針発表が待たれるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 自然エネルギ

ーを活用した太子町独自の事業について、私

のほうからお答えをいたします。 

 国では、福島第一原子力発電所の事故に伴

う電力不足から、代替エネルギーとして太陽

光発電を初め、各種の自然エネルギーへの転

換の促進に取り組んでいるところでございま

す。 

 各種の再生可能エネルギーを本町で導入す

ることにつきましては、立地条件、気象条件

や、また収益性等、さまざまな課題がありま

した。その中で、唯一太陽光発電につきまし

ては、自然条件や電力の買い取り制度がある

ことなど、本町でも期待できることから、平

成26年度より住宅用太陽光発電システム設置

補助金制度を創設し、４月１日より受け付け

を開始しております。内容は、最大電力１キ

ロワット当たり１万5,000円、上限を６万円

として補助しております。８月25日現在、

28件の申請があり、約160万円の補助金を支

出しております。 

 次に、２番目の放射能に対する測定などを

定期的に行っているかの御質問でございます

が、大気中の放射能数値の測定に関しまして

は兵庫県が定期的に測定を行っておりまし

て、福島原子力発電所事故以降も大気中の放

射能数値はそれ以前の数値と変化がないこと

などが公表されております。 

 本町では、平成24年度に購入いたしました

放射能測定器は、大気中の放射能数値を測定

する機器ではなく、食品の中に含まれる放射

能数値を測定する機器でございます。食品に

対しての不安や問い合わせ等に対し、必要に

応じて検査を実施いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 今各部長より原発再稼働に
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ついての見解並びに自然エネルギーの活用、

補助など、また放射能に対する測定、これに

ついてお答えをいただきました。 

 原発については、私たち町民はもちろん、

国家を挙げての問題であります。先ほど言わ

れたように電力のバランスとか料金、こうい

うことを部長のほうは言われておりました

が、きょう、私がなぜこの質問をするのかと

いうのは、そこいらも加味したこともありま

すけど、もともと人体的なことからのことで

私は質問をしております。 

 東電福島第一原発の事故で、当初大気中に

放出された放射性物質が日本全土に降り注い

だことが文部科学省の調査で裏づけされ、約

1,700キロ離れた沖縄を含む45都道府県――

もちろんこの兵庫県も入っております、測定

地は神戸で行われております――セシウム

134と137ですか、この物質が１平方メートル

当たり17.407ベクレルであることが報道され

たことが記憶にあります。ここにあるのがそ

の当時の資料であります。 

 そういう中から、必ずしもこういう危険な

状態である中で、料金が上がるとか、例えば

国がやるから仕方ないんだとか、そういうこ

とを言われるというのが私の質問でちょっと

勇気を出させるというとこになるわけであり

ます。 

 実際日本海へ面した滋賀県、福井県に隣接

している14基、今運転をやめておる「ふげ

ん」ですか、これを含めて15基の原発が依存

しております。福島原発事故と同じような苛

酷な事故が起きれば、住民の命が脅かされ、

近畿1,450万人の命の水源である琵琶湖が汚

染されれば、もう大変なことになります。さ

らには、北風に乗って兵庫県一体に放射能が

飛び回り、そして食料、健康被害など、大き

な問題になります。もちろんそれに伴い、流

通なども多大な影響が出ると予想されるわけ

であります。 

 ここに資料があるんですけど、原発の危険

を告発ということで、こういうような資料も

出されとんです、これ。ほいで、近畿には一

番多くの原発が日本海にあるわけで、これに

よって何かが起きれば大変なことになると。 

 そういった中で、兵庫県は今年４月24日で

すか、福井県内の原発で福島第一原発並みの

事故が起きた場合、放射性物質の拡散予想を

まとめた甲状腺の被害線量が、安定ヨウ素剤

の服用を必要とする国際基準を超えるケース

は、原発から約150キロ離れた淡路島の南あ

わじ市まで生じることが判明しております。

大阪府や奈良、和歌山両県の広範囲に放射性

物質が拡散する可能性が示されたわけであり

ます。 

 兵庫県は、こうした結果をもとに原発から

30キロ圏内の対策しか示していない国の原子

力災害対策指針の見直しを求める方針を出し

ております。その原発資料での放射性物質拡

散予想図があり、示されておるわけなんです

が――この資料もこちらにあります。これが

そのときの資料であります――このように全

国にある資料と、そして兵庫県にこれだけの

影響を及ぼすよというような資料がございま

す。これが言う150キロ先までということ

は、兵庫県もかなりの量が試算されるという

ことであります。 

 そういった中で、自然エネルギーの対策に

ついて、私が先ほど太子町は自然エネルギー

を使った対策、またそれに対する事業を起こ

したらどうなんですか、予算はということを

聞いたのは、そういうところから私は聞いた

わけであります。 

 このような危険きわまる中で、先ほど堀部

長が言われたのは、原発は安くなるというよ

うなイメージの話で私はちょっと確認したん

やけど、逆に言うたら、原発のほうが金がか

かるわけで。ほいで専門家に言わすと金食い

虫であると。巨額の予算を使うなら、地方の

自然エネルギーの対策に多くの補助金を投入

して、国民やそういった地域の活性化に自然

エネルギーを活用したほうが肝要やと、その

ほうが日本の発展性に結びつくんだというこ

とを、そういう学識の偉い方々が言われてお

るわけであります。そういうことで先ほどは
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太子町もこれから自然エネルギーに対して何

か考えたらいいんじゃないかと私は質問をし

たわけであります。 

 地域住民の安全性と事業による、それによ

って労働力も必ずできてまいります。太子町

には小川もあれば太陽もあります、田んぼも

あればバイオ的竹林もあります、地熱もあり

ます。あとは国の補正、いわゆる原発ゼロに

なってそれを地方が事業費としていただくと

いう、そういった原発ゼロを願うのが私たち

の念願であるわけです。 

 原発を１基つくるのに大体5,000億円かか

ると言われておりますから、日本全体の原発

をすることによって計算すれば、おのずとし

て出てくるわけです。12兆円からかかるわけ

で、先ほど部長が言われた燃料が高いから電

気代が上がるんだというのは、今の政府の見

解でのことであって、そういうことも町のト

ップであれば少しは勉強していただきたいな

と私は思うわけであります。 

 それをお願いしまして、きょうはまだまだ

話したいんですけど、太子町の場合はそうい

う聞く耳は持たないという見解でありますか

ら、これ以上言っても水かけ論になりますか

ら。ただ、私が言いたいのはこれからの子供

たち、自分の子供、孫のことを考えていただ

きたい。これをお願いいたしまして、私の質

問にかえさせていただきます。 

○議長（橋本恭子） 以上で平田孝義議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、中薮清志議員。 

○中薮清志議員 １番中薮清志、通告に従い

一般質問のほうをいたします。 

 先に若干似た質問があったため、何となく

答弁がわかる中での質問は若干やりにくいん

ですけれども、違った角度から質問しますの

でお願いします。 

 若者定住促進と少子化対策についてに対し

て質問いたします。 

 太子町が兵庫県内で年少人口比率がトップ

クラスであることは、ここ数年いろいろな場

で言われております。また、微増ではありま

すが、ここまで人口も増加してきました。 

 しかし、太子町の統計を見ると、平成25年

度において自然増減の差も少なくなり、社会

増減と合算すると他の自治体と同じく人口減

少の傾向が見受けられます。ＪＲ網干駅が近

く、国道２号線、179号線など東西南北の交

通の要衝であり、町内に買い物や食事のでき

るお店も充実しており、最近近隣で大きな災

害ありますが、太子町では特に大きな災害も

起こっておらず、立地条件がよいため、ベッ

ドタウンとして住みやすい町になっていると

感じられます。先に部長が言われた生活環境

が良好だというふうな町になっているのかな

というふうに思います。 

 そのような流れの中で、現在の状況がある

と思いますが、先日メディアで取り上げられ

てました2040年の若年女性減少率予測――

20から39歳の女性の減少率予測ですけれども

――によりますと、近隣市町の若年女性が将

来大きく減少する中、太子町は20％程度の減

少率でとどまると予測されていました。 

 最近では、高齢化社会以上に少子化社会に

よる人口減少に重点が置かれ、近隣市町にお

いても自治体消滅などを危惧して、出産、育

児、教育、住宅取得に重点を置いた定住支援

策の展開が多くなってきています。 

 人口減少は地域の活力を失わせるととも

に、生産人口の減少は税収に与える影響も大

きく、議員研修等に参加した際も多くの自治

体で危惧しているポイントとして話題に上が

っております。 

 また、政府が経済財政諮問会議の下に設置

した「選択する未来」委員会が日本経済の持

続的成長への課題をまとめた中間整理案によ

ると、少子化の要因として低賃金により結婚

できない若者が多いこと、結婚しても経済的

な理由から子供を持てない夫婦が多いという

現状があり、子供を持つことによる新たな経

済的負担を最小限にするための制度、仕組み

の見直しや、出生率を回復させるために第２

子、第３子を産み育てやすい環境をつくるた

めに、第３子以降の出産、育児、教育への傾
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斜支援など、これまでの延長線上にない少子

化対策を推進するとまとめています。 

 太子町では、今期の新規事業で子育て支援

に力を入れているのも見えますが、先に話し

たとおり、人口の自然増減の差し引き数が減

少傾向にあり、死亡者数が出生数を上回るの

は目に見えています。ただ、希望としては合

計特殊出生率が県、全国の平均を上回ってお

り1.79人と高く、しっかりとした出産、子育

ての施策を行うことで、安心して子供を産ん

でもらえ、少子化にも歯どめをかけることが

できるのではないかと考えます。 

 その中で、町内には産婦人科がないことか

ら、多くの妊婦さんは姫路市南西部の産婦人

科を利用しています。健康な赤ちゃんを産む

ための健診の際にタクシー券があれば出産準

備にお金がかかる世帯にはとてもありがたい

支援になるとともに、安心感が増して元気な

赤ちゃんを産んでくれると思います。妊婦健

康診査費補助事業を行っていることは十分理

解した上で、太子町の将来につながる出産、

子育ての施策について質問いたします。 

 １つ目に、若年女性減少率予測の結果をど

のように捉えているのか。 

 ２つ目に、周辺自治体で行っている転入や

若者による住宅取得への補助等、具体的な施

策は考えているのか。こちらは先の質問であ

りましたので、答弁が同じになるようなら結

構です。 

 ３つ目に、新生児数は年間300人程度です

ので、出産時妊婦負担軽減策として、現行の

やすらぎタクシー運賃助成事業に妊婦を対象

者とすることは考えられないのか。 

 ４つ目に、子育ての経済負担軽減策とし

て、町内商店、量販店などで利用できるおむ

つやミルクの無料引きかえ券などの配布は可

能か。 

 以上、４点質問させていただきます。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） まず、１点目の若

年女性減少率の予測の結果をどのように捉え

ているかについてお答え申し上げます。 

 2040年の若年女性減少率予測の結果につき

ましては、通勤圏や生活圏としての利便性か

ら、宅地開発による子育て世代の転入が増加

したことにより、平成22年の国勢調査の年少

人口比率及び合計特殊出生比率が上昇した結

果、近隣市町に比べ低い減少率になったと分

析しております。 

 予測結果は、平成22年までの結果をもとに

したものであり、その後の人口の伸び率の低

迷などにより、必ずしも楽観視できるもので

はないと捉えております。 

 今後、町といたしましては、出生率の低下

の要因の一つであると考えられる働く女性の

仕事と家庭の両立の支援の難しさを解消する

ため、第３次太子町男女共同参画プランに基

づき、若い世代が安心して太子町で結婚や出

産、子育てをしていただける環境を整えるた

め、男女の性別に縛られた役割分担意識の改

革や女性が結婚、出産後も就業を継続できる

環境づくり、また男性の家事、育児、介護に

関する学習機会の提供などのライフワークバ

ランス支援、また子育て支援などに取り組む

ことで、若い世代の定住促進を推進してまい

りたいと考えております。 

 ２点目のことにつきましては、先ほど服部

議員の御質問にお答えしたとおりでございま

すので、省略させていただきます。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） それでは、３

点目、現行のやすらぎタクシー運転助成事業

に妊婦を対象者とすることはできないか、考

えられないかという御質問ですが、平成24年

度より実施しておりますやすらぎタクシー運

賃助成事業ですが、この事業の目的は交通手

段を持たない高齢者、重度障害者の世帯に対

し、日常の交通手段を確保する生活支援とし

て運用しております。自家用車を所有する世

帯は対象外となっております。ここに妊婦を

対象者とすることは、やすらぎタクシー事業

の目的が曖昧になる可能性があります。ま

た、近年における妊婦の世帯は、大半の方は

自家用車で健診に行かれているのが現状では
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ないかなと思います。 

 仮に交付する場合でも、同様に自家用車を

所有していない世帯に限定する必要があり、

健診や出産時だけの使用制限を付加しても、

日常的な買い物等に使用されていても確認は

できません。 

 よって、実施に当たっては実施項目の目的

からかなり乖離する可能性があり、今後十分

検討する必要があると考えます。 

 次に、４点目のおむつ券、ミルク券の配付

などは可能かというお尋ねでございますが、

若者の定住促進と少子化対策におきまして、

おむつやミルクの無料引きかえ券の配付によ

る子育て世代への経済的支援という手法でも

って、少子化に歯どめがかかる効果が得られ

るものなのか検討しなければならないという

ふうに考えております。 

 今後産みやすい、育てやすい環境づくりの

整備を行う中で、このような配付事業もあわ

せて効果的に取り組むべきではないかなとい

うふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 そうですね、タクシー券に

関しては、やはり車のない世帯ですとか、そ

ういったところにかかってくるのかなという

ふうに思うんですけれども。 

 ４番の無料券に関しては、実際に熊本県の

ほうの自治体でやってらっしゃるということ

を確認しているんですが、そちらのほうとか

は御存じでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） いえ、申しわ

けないです、存じ上げません。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 効果についてはどうかまで

は確認とれていないので、またそちらのほう

とかは研究していただければなというふうに

思います。 

 それで、またちょっと違う角度でというと

ころでなんですけれども、やはり太子町で子

育てをしたいですとか、子供を産みたいって

思っていただく中で、太子町で子供を育てた

いと思ってもらえることが、やはり子育て世

代に対する定住促進に効果的だと思われま

す。先ほど教育長も「住んでみたい、住んで

よかった太子町」というふうに言われてまし

たけれども、そこでの価値として、やはり教

育環境が充実している――簡単に言います

と、子供たちが安心してしっかりと勉強がで

きる環境が整っていることが大きいのではな

いかと考えられます。そういうふうに価値を

持たせることで定住につながってくるのかな

というふうに考えて、価値に重点を置くと、

どこにどのように予算をかけるのかが重要に

なってくると思います。 

 他市町でやってます、例えば給食費の無料

化などができればよいとは思うんですが、太

子町の財政状況と、またこの太子町での子供

の数を考えると、予算が大きくなることはも

う実際に検証済みであり難しいと思うことで

すし、それが太子町においての価値となるの

か、また太子町において教育環境の充実と言

えるのか等疑問が残るところでもあります。 

 しかし、平成24年度の決算ベースで類似団

体と比較すると、子供が多く若い町と言われ

ているのに対して教育費が少ないことも見受

けられます。 

 そこで、太子町の小学校や中学校は勉強の

サポート体制が充実している、教育に力を入

れている町という価値により、子供を太子町

の小学校、中学校に通わせたいから太子町に

住むという形をつくるべきではないのかとい

うふうに考えます。 

 定住支援策において、教育に価値を見出さ

せる。もちろん子供たちと接するのは人であ

る。予算をかけるのであれば、何かを無料に

するより人に予算をつけたほうがよいのでは

ないかと考えられます。 

 具体的には、わからないことを授業中にク

リアにできる環境をつくることが重要である

ことから、現状行っており、評判のよい施策

である、小学校に配置している指導補助員を

さらに加配するか、幅を広げるべきだと思う
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んですけれども、それはいかがか。 

 また、指導補助員が予算の兼ね合いもあり

ますので難しいと考えるのであれば、今ある

特別支援ボランティアとは別で、有資格者な

どによる学習支援ボランティアを集める仕組

みづくりを行政主導で行ってみてはどうかと

考えるのですが、その辺はいかがでしょう

か。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。教

育環境を整えることにより、子を持つ親にと

っては、その場に定住し、子供をその学校に

やるというのは、それは本当の親の願いだと

思います。 

 しかし、教育というものはわからないこと

がわかる、できないことができる、また間違

いを間違いとわかるように、それを育てるこ

とによって、私たちは社会に出て自立する人

をつくるのが本来の目的でございます。 

 今、中薮議員がおっしゃるとおり、そうい

う面ではほとんどの子供たちが学力をつけ、

そして静かに学習できる環境が整っておりま

すが、今出ましたように財政的なものもござ

います。これから秋にかけてのそういう面で

のヒアリング等々がございますので、さらな

るそういう学習環境に向けての要望というも

のを説明していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 やはりよい教育環境をつく

ることで、小学校に上がる段階、また中学校

で子供を育てる段階で家を買われたりとか建

てられたりする方って多いと思いますので、

そういった方にＰＲ、先の議員のほうからも

ありましたが、「教育を推進している町」と

いう形での定住促進につなげていければいい

なというふうに思っております。 

 また、監査の中にもありましたが、スクー

ルカウンセラー等が充実しているということ

で、やはり人ですとか、子供たちと実際に接

する人っていうところを充実することがしっ

かりとしたサポート体制につながっていくの

かなというふうに思うんですけれども、その

「子供たちと人」という中で、そこに定住促

進というのを進めていってもらえればと思う

んですけれども、そこはいかがお考えでしょ

うか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 定住ということを考

えるならば、それは今おっしゃるとおりだと

思いますが、もう少し教育というのはそうい

う局地的なもので考えるんじゃなくて、この

請願に出てましたように、小泉内閣のときに

義務教育国庫負担金が「２分の１」から「３

分の１」へと、地方へ負担が――そうやね、

「２分の１」から「３分の２」負担ですか

ね、ちょっと、どうやったかな。 

   （清原良典議員「そんないらんこと言

わんでええがな」の声あり） 

 そやね。 

○議長（橋本恭子） ３分の１やね。 

○教育長（寺田寛文） そうやね。負担がか

かって、地方への負担が多くなることによっ

て教育が公平に受けられないという、例えば

沖縄と兵庫県が公平に受けられなければ、そ

の人口移動が兵庫県へ来るのは当然でござい

ます。今までの日本の施策としまして、どこ

の県におっても公平に教育を受けれるから、

そのようにして今人口比率が上がったんじゃ

なかろうかなと思います。そう考えてみまし

たら、少子化対策というのは、これは一町で

考えるんじゃなくて、大きく国の施策として

取り組んでいくことによって全体の少子化対

策ができ上がるんじゃなかろうかなというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 中薮議員がおっしゃ

ったことについても、私どもも非常にいいと

いいますか、ただ１点、給食費については、

私個人的には給食費、自分の子供、自分の孫

については、やはり自分が負担すべきだとい

うような考え方もございます。 

 ただ、定住促進と少子化対策という、その
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質問要旨の中でおっしゃる中で定住促進する

一つの方法として、「教育するなら太子町」

と言われるぐらい教育レベルが上がり、また

「教育環境がよい町を目指す」という意味で

は議員がおっしゃるとおりでございますの

で、そういった町を目指していきたいと、こ

のように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 僕が言いたいことは副町長

には伝わっているようなので、これで質問の

ほうを終わらせていただきたいと思います。 

○議長（橋本恭子） 以上で中薮清志議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 失礼いたします。５番福井

輝昭、通告に従いまして一般質問をさせてい

ただきます。 

 予想される太子町の人口減について。 

 日本の人口減についての新聞記事に、民間

有識者組織「日本創成会議」の推計で、大都

市圏への人口移動が続くとした仮定で、

2040年時点で全国1,800の市町村別の人口を

試算。子供を産む中心世代の20から39歳の若

年女性人口が半分以下に減る896市町村で人

口急減が起きるとし、自治体消滅の可能性も

あるとあった。 

 また、国際社会人口問題研究所など調べ

で、2060年には日本の総人口は9,000万人を

割り、また生産年齢人口、括弧――申しわけ

ないです、この括弧の中の「14」という数字

は「15」に訂正をお願いいたします――（15～

64歳）は、ピーク時の半分ぐらいに表示され

たグラフが掲載されております。 

 2040年、2060年って遠い話ではありませ

ん。早急に対策が講じられなければなりませ

ん。太子町の人口は３万4,000人を維持して

いるが、今後の日本の人口動向に沿えば、人

口減少が訪れてくる。太子町だけではない、

全国の市町村が抱える問題でもあります。 

 以下にお伺いいたします。 

 (1)自治体の人口と活力は相関しておりま

す。全国には規模が違うが、１人の女性が生

涯に産む子供の平均的な数を示す合計特殊出

生率が全国平均を大きく上回る自治体があり

ます。太子町の合計特殊出生率はどのくらい

で推移しているのか、また今後の予測はどう

か。太子町として出生率増加のためにどのよ

うな施策をしているか。 

 (2)予想される太子町の人口減の対策とし

て、その鍵となるのが子供を産む中心世代で

ある20から39歳の女性人口の増加であると考

えるがどうか。また、施策はあるか。 

 (3)人口減対策として、太子町外からの流

入促進も有効であると考える。近隣の自治体

では、マスメディア、アンテナショップ等能

動的な形態で市のアピールを展開している自

治体がある。太子町の考えはどうか。 

 (4)近年、結婚しない若者が増えている。

その背景には、雇用の不安定化、男女交際の

機会が少ないなどが上げられると思うが、太

子町として対策または施策はあるか。 

 先ほど来から同じような質問が各議員より

出されております。そこで、重複しない限り

において御答弁いただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まず、１点目

でございます。 

 御質問の合計特殊出生率は、分母の人口数

を出産可能年齢、15歳から49歳の女性に限定

し、各年齢ごとの出生率を足し合わせ、一人

の女性が生涯何人の子供を産むかの推計をし

たものでありまして、市町別合計特殊出生率

は国勢調査のデータを使用して、５年に１度

発表がございます。直近では、平成22年が

1.79で、県平均1.41、全国平均1.39を大きく

上回っており、豊岡市、加美町に次いで、県

内では３番目に高い値となっております。 

 ところが、さかのぼりますと、昭和60年

1.70でございまして、県平均が1.75、全国平

均が1.76と、県、全国とも平均を下回ってお

りました。その後につきましては、平成２年

が1.63、平成７年が1.51、平成12年が1.57、
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平成17年1.50でございました。 

 平成２年以降は0.1から0.25に、県、全国

平均ともやや上回っておりましたが、平成

22年は突出しており、一過性の可能性もあり

ます。今後は当面の間、県、全国平均を上回

る状況で推移していくものと考えておりま

す。 

 次に、２番目の出生率増加のためのどのよ

うな施策をしているかの御質問でございます

が、出生率増加には、まず産みやすい、育て

やすい環境づくりが重要と考えております。

現在、私どもで実施しております施策といた

しまして、妊婦の健康診査費の補助事業、ま

たママスクール、パパスクール、また未熟児

養育医療、そしてまちの保健室、離乳食教

室、親子食育教室を実施しております。ま

た、県事業でございますが、不妊治療費の助

成事業などもございます。 

 次に、２番目、20歳から39歳の女性人口の

増加についてでございます。 

 近年出生率が増加傾向にあり、少子化に歯

どめがかかるのではという意見がございま

す。しかしながら、今後全国的には若年の女

性数が急速に減少するため、出生率が少々上

昇しても出生数自体は減少し続けると言われ

ており、御指摘のとおり人口減少の鍵は20歳

から39歳の女性人口であると考えておりま

す。 

 こうした中、2040年の20歳から39歳の女性

人口を推計し、2010年と30年間比較した若年

女性人口変化率では、本町はマイナス20％

で、県内では減少率が一番低い予測が出され

ております。今後も、緩やかには減少してい

くものというふうに考えております。 

 今後、女性人口を増加させる施策といたし

ましては、先ほどお答えしたような産みやす

い、育てやすい環境づくりの整備を行い、住

んでみたいまちづくりを目指しながら、あわ

せて中・長期的な雇用対策を含む取り組みが

必要ではないかなというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） ３番目の人口

減対策としてのマスメデイア、アンテナショ

ップ等のことについて、太子町の考えを申し

上げさせていただきます。 

 現在、消費者は地域ブランドへの関心が高

く、自治体による地域ブランドの推奨も活発

に行われ、特に東京にありますアンテナショ

ップは32都道府県、37店舗が出店しておりま

す。 

 しかし、アンテナショップを独自で開設す

るには莫大な費用がかかる上、経営も簡単で

はなく、自治体が出店費用の一部を負担して

いるケースが多く、またアンテナショップブ

ームで安易に設立してしまうと、設立目的が

曖昧で売り上げも伸びないまま赤字経営に陥

るため、マーケティングは不可欠でありま

す。 

 宍粟市が平成26年４月に姫路市のみゆき通

りに出店した際には、経費として600万円計

上しており、大河ドラマブームや姫路城の平

成の大修理で大勢の観光客が見込まれ、市場

として十分魅力的であったということや、大

河ドラマ「軍師官兵衛」ゆかりの地として観

光に力を入れることで宍粟市を全国にＰＲ

し、宍粟市に観光客を呼び込もうとする狙い

があったと聞いております。 

 太子町としましては、現在のところ独自の

アンテナショップを設立するのではなく、平

成25年３月に設置された、神戸市にある西播

磨ふるさと特産館に町内の業者や団体が独自

の判断で商品を置いているほか、太子町観光

協会と連携し、町の観光ＰＲ事業を実施して

いる状況であります。 

 また、現在平成25年度より開催している定

期的な太子町長記者会見やサンテレビの西は

りまサタデー９での年２回の太子町特集、ケ

ーブルテレビへの情報提供などにより、太子

町の話題を町内外へ発信しているところでご

ざいますが、今後は内容をさらに充実させる

とともに、来年度は新庁舎とあわせて、太子

町の新しい顔として町のホームページをより
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見やすく親しみやすくリニューアルすること

で、暮らしやすく活気あふれる若い町である

太子町の魅力を積極的にＰＲしてまいりたい

と考えております。 

 続きまして、４番目の結婚しない若者が増

えているということで、雇用については県民

局を中心とした西播磨地域人材確保協議会が

あり、将来的にも著しい人口減少が見込まれ

る西播磨地域において、地域定着やＵターン

促進により人材を確保し、地域の活性化を図

るために経済団体、自治会、市町、ハローワ

ーク、西播磨県民局等の連携のもと、求人、

求職機会の拡大を図っている現状です。平成

25年度には就職面接会、事業所説明会が14回

開催され、544の事業所が参加しており、求

人数1,163人に対し3,346人が参加し、146人

の内定が決まっております。約13％の内定率

ではありますが、最近の傾向は、既に内定を

もらっている学生も多く参加していると聞い

ております。今後も雇用の安定を図るため、

県と連携し、住民に対し、広報やホームペー

ジで積極的に情報提供していきたいと考えて

います。 

 また、雇用環境の充実施策として、新たな

市町間の広域連携の仕組みである地方中枢拠

点都市との連携事業について、姫路市との協

議を進めるなど圏域の活性化とともに、新た

な雇用の創出にも取り組んでまいりたいと考

えております。 

 さらに、女性が出産、子育てによる就業中

断後速やかに職場復帰や再就職ができるよ

う、第３次太子町男女共同参画プランに基づ

き、女性が就業を継続できる職場環境づくり

や女性の再就職やキャリアアップに対する支

援を展開してまいります。 

 男女の出会い交流の場として兵庫県では少

子化の大きな要因とされる晩婚化、未婚化へ

の対策として、社会全体で結婚を応援するた

め「ひょうご出会いサポートセンター」を設

立し、その中の事業として「ひょうご縁結び

プロジェクト」を実施し、平成25年度までの

実績として会員数5,321人、累計成婚数は

283組となりました。平成25年度１年間の実

績は、成婚数は133組、西播磨地域では10組

の成婚数となりました。町におきましても開

催されるイベント等のＰＲに努め、出会い、

交流の場を提供したいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 非常に丁寧な説明で、内容

も非常に深かった。本当に私も改めて勉強す

る部分がございました。 

 質問させていただきますが、私の大見出し

でございますが、予想される太子町の人口

減、これそのものについて少しお尋ねしたい

なと思っています。 

 この月別人口動向が毎月広報「たいし」で

示されております、１日付です。私の手元の

資料として2007年４月１日から現在2014年８

月１日までの広報「たいし」を持っておりま

すので、その資料に基づいて、ひとつずっと

私なりにどのように状況が変化しているのか

考えてみました。 

 そうした中で、直近の一番のピーク、これ

が2013年３月１日現在の３万4,720人という

数字がございます。この３月１日から現在ま

でにかけて211人減になっておりまして、現

在が３万4,509人という数字です。これ、こ

の辺が少し私も数字見ていきまして、特徴的

なことが１つございます。この2013年３月１

日のピーク、これを境にして今申し上げまし

た現在までと、それからさかのぼること

2011年９月１日、この太子町の人口が３万

4,509人。３万4,509人と現在の――違う違

う、申しわけないです。幾らでしたか、ちょ

っと済みません。 

 済んません。 2 0 1 1年９月１日で３万

4,503人でございまして、３万4,509人と３万

4,503人、本当に６人の違い。それもそのピ

ーク時からこちらヘが17カ月。そのピーク時

からさかのぼること、2011年９月の人口まで

が18カ月、本当に月数も似てるんです。とい

うことは、きれいな波を打って、頂上のほう
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で何カ月かあるんですけど、その中でぴょっ

と伸びてるのが３万4,720人です。ずっとな

だらかに同じような形で山形になった形で、

妙なんです、これが。不思議な感じ、特徴的

な。ここでグラフお見せできればいいんです

が、そういうことはちょっと今できませんの

で。非常にこれ来ているわけなんです。 

 この減少している中で、ピークから2014年

８月まで17カ月あるんですけども、その中の

９カ月の中で、１回だけがプラス３なんで

す。あと全部ずっとマイナスの状態で来てい

る、今まで。非常にこれを見てみますと、そ

れとあわせまして、日本の人口が2011年より

連続して減少しているという。こうしたこと

を合わせてみますと、太子町の人口っていう

のは、これはもう私見ですが減少期に入って

いる、私はそのように――あくまでもこれ私

見ですが――そのようにも考えておるんです

けども、毎月統計を出されている太子町とし

ては、これをどうごらんになられますか、ち

ょっとそれだけお聞かせいただきたいなと思

います。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 人口の減少につい

ては、全国的にももう既に減少状態に入って

いますので、太子町においても減少期に入っ

ていることは、もう間違いない事実でござい

ます。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 私のほうから

人口動態の中でも、特に社会的要因の増減で

はなくて、もう自然増減というとこでちょっ

とお答えさせてもらいますと、やはり出生数

と死亡数、この差が当然自然増として上がっ

てくるわけでございますが、今、年によって

若干変化があると議員さんおっしゃいました

が、これは出生数のほうでも読み取れる状況

でございまして、やはり年によってうるう年

とか、いろんな状況によって出生数が多い年

と少ない年がございます。当然これが自然増

減のかなり大きな要因となってるもんじゃな

いかなというふうにちょっと感じておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 今の考え方としては、総務

部長が言われたように恐らくそうだろうと思

います。そういうような中で、じゃあどうし

たらそういうふうな出生率の増加っていうこ

とを考えられるかということになるわけです

けども、その前に出生率が減少しているとい

う。このことについて大きな弊害というの

は、先ほどの服部議員の答弁でもありまし

た。当然少子化になってくるということで、

生産年齢の人口、今も申し上げましたが人口

は少なくなってくるという、そうしたら当然

日本の経済力も弱くなってくる。当然地方に

おいては税収面で減ってくれば、どうしても

社会保障制度について影響が出てくると、い

ろんな活力が低下してくる、これはもう誰し

ももう認めるところなんですが。 

 しかし、そういうようなことも言っておら

れないということで、とにかく出生率の増加

っていうことで、これは早急に取り組まない

といけない。当然全国平均っていうのはあり

ますけども、これも実際言えば大都市部のほ

うが非常に出生率が低いという、それもかぶ

さっての数字だと、そういうふうに理解して

おるわけですが、何とかして太子町としても

出生率の向上に力を入れていただきたいなと

思っております。 

 また、今お話しいただきましたですが、子

供を産む中心世代である20歳から39歳の女性

人口ですが、これ太子町において現在何名っ

ていうことはわかりますか。 

○議長（橋本恭子） ちょっとわかります。 

 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） ちょっと平成22年

の資料でしかないんですけれど、そのときの

人口は9,605人でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 ありがとうございます。 

 今、人口推計のことで2010年と2040年の比

較において、20から39歳の若年女性の推計が
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今、生活福祉部長だったかな、20から39歳ま

でのでしたか、今言われましたが、生活福祉

部長……。どちら、経済……そう言いました

ね。その推計の中で、これも新聞に出ており

ました。その推計が出されて一例がありまし

た。 

 ある市と村ですか、非常に全国的には規模

としては、人口的には太子町よりも少ない規

模の自治体ですけども。今現在2010年と

2040年比較したときに、マイナスのパーセン

テージが、片方はもうプラスなんです。

2010年、2040年はプラスに転じている。とこ

ろが、もう一つのほうはマイナスでも１桁台

だという、非常に安定して推移しているとい

うふうな推計をされているという、そういっ

たところもある。 

 じゃあ、それはなぜかといえば、やっぱり

非常に自治体の努力、その自治体の長がおっ

しゃるには、それはもう何もそれは特別なも

のは何もない、地道に努力することと同時に

もう財政の安定化、そういったことが、新聞

には書いてありました。 

 そういったことも踏まえて、今マイナス

20％ですか、言われました、2040年。これを

何とかして上げていただきたい、数字を。限

りなくプラスに持っていっていただきたい。

これは太子町の活力にとってとっても大切な

ことです。当然もう出生率に反映していきま

すので、よろしくお願いいたしたいなと思っ

ております。 

 それと、先ほど経済建設部長のほうから太

子町のＰＲについてもお答えいただきまし

た、いろんなことで。アンテナショップにつ

いては、私は承知しております。神戸のほう

も私行かせていただきました。太子町の産物

であるイチジクジャムとか、そういったこと

も、これ評判どうですかと聞きました。売れ

てますよというような評判、そういったこと

もありました。非常に結構なことです。 

 先ほど来からも議員のほうから、相生市さ

んのマスメディアを通じての市長の話も出ま

した。当然新聞にもある一定期間集中して、

相生市さんはアピールをされております。こ

れ、私本当にいいことだと思うんです。直接

に市民なり町民なりに訴えていく、いい手段

かなと思うんです。これはもう何も外部だけ

やないんです。これはその市民が、いや、私

も相生市を本当に外へ向かって宣伝してくれ

る、言ってくれる、これはうれしいなって誇

りに思うんじゃないんですか、その市民は。 

 だから、太子町も同じようにしていただく

と。もしされたら、太子町もいっぱい言って

くれてありがたいなって、私はあんなして宣

伝している太子町の人間なんだよって、自分

が思うようになると。それはそれで私は物す

ごく求心力になると思うんやね。それ自体も

太子町の活性化と、そして外から呼び込む、

そういう力が生まれるかなっていう、私の私

見なんですけど、そういうふうに思うんで、

もしできれば、ホームページも当然大事かも

わかりませんが、どうしてもそれは能動的や

ないです。能動的というのは、やっぱりメデ

ィアで、例えば町長の顔が出るとか、一言、

二言でも出るとかというのも、これは一つの

案ですけども、それもいいかなとは思ったり

しております。それはまたお考えいただけた

らなと思っております。 

 それと、今の中枢拠点都市構想ですけど

も、どうしても人口流出が大都市圏へ、もう

一方的になっているような現状を食いとめ

る、そして雇用の確保、そういった場で、今

言われたように地方中枢拠点としての構想を

打ち出しているわけでございますが、これは

これからのことなんですけども、改めて伺い

ますが、総務部長、改めて伺います。あっ、

経済建設部だったかな、総務部長、経済……。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

   （経済建設部長堂本正広「内容によっ

ては」の声あり） 

○福井輝昭議員 この中枢拠点、これからの

話なんですが、実効性っていうんか、評価で

すか、実際に人口流出の歯どめ、雇用の確

保、対策、改めてお聞きしますが、どうでし

ょう。 
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○議長（橋本恭子） 済みません。答弁の中

に地方中枢拠点都市のことが出ましたが、余

り通告には出てませんでしたけれど、答弁い

ただくわけですか。 

   （福井輝昭議員「もしいただけたら」

の声あり） 

 大丈夫ですか。 

 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） ちょっと答弁の前

に、先ほどちょっと20歳から39歳の人口を私

のほうで9,605人と言いましたけど、これ男

女合計の数でしたので、ちょっと訂正だけお

願いしたいと思います。 

   （福井輝昭議員「あっ、ちょっと。は

い、わかりました」の声あり） 

 女性だけの人口では4,465人でございます

ので、ちょっと訂正だけお願いしたいと思い

ます。 

 御質問の地方中枢拠点都市については、今

現在、それぞれ作業部会等でいろんな内容を

詰めている段階でございます。まだ具体的に

はどのような施策が展開されるかというの

は、まだ不透明な部分ございますので、今こ

こでどのような施策が今後展開されるかとい

うのは、なかなか御答弁ができにくい状態で

ございます。 

 ただ、雇用の回復というのは、人口減に対

しての一番大きな必要事項じゃないかなと思

ってます。それについては今後とも活力ある

圏域を目指して、姫路市を中心に協議してい

きたいと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 わかりました。 

 それから、あと婚活事業っていうことで、

今経済建設部長のほうからも本当に説明があ

りました。 

 １つ、例えば太子町独自でそういったこと

は難しいでしょうか。ひとつ、お答えをして

いただきたい。 

○議長（橋本恭子） ちょっと休憩します。 

   （休憩 午後３時03分） 

   （再開 午後３時04分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） ひょうご縁結

びプロジェクトというのが兵庫県で実施され

ているんですけれども、当然太子町としても

男女の出会いといいますか、そういった場を

設けるのはやぶさかではないというふうには

考えております。町自身でできるかどうかわ

かりませんけど、例えば商工会であるとか社

協とか、そういったとこを使いまして、また

検討させていただきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 そうですね、商工会さんも

力は入れておると思いますので、そういうと

ころはよろしくお願いいたします。 

 それと、先ほどの出生率のことなんですけ

ども、こういう人口減少が続いていく中で、

政府が2060年の時点で１億人の人口を維持し

ようということを目標に上げているようなこ

とが新聞にも載っております。そのために

は、2030年までに合計特殊出生率を2.07まで

上げるというふうな非常に高い目標が設定さ

れている。本当に太子町としてもそういった

ところの数字をにらんで、どうして出生率を

上げていくのか。これは、本当にこれから太

子町にとっての大きな課題となりますので、

あわせてよろしくお願いいたします。 

 言い忘れたことが多々あるように思うんで

すが、長くなったらいけません。これで私の

質問とさせていただきます。今後ともそうい

ったことで、太子町の活力のためによろしく

お願いいたしまして、私の質問とさせていた

だきます。ありがとうございます。 

○議長（橋本恭子） 以上で福井輝昭議員の

一般質問は終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

   （休憩 午後３時06分） 

   （再開 午後３時19分） 
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○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行します。 

 次に、森田眞一議員。 

○森田眞一議員 ６番森田眞一、質問させて

いただきます。今回は２点の質問をお願いい

たします。 

 まず第１点目ですけれども、お願いがござ

います。答弁は、理解をさせていただきたい

と思いますので、できるだけゆっくりとお願

いをしたいと思います。もちろん質問につき

ましても、御理解いただけるようにゆっくり

とさせていただきます。 

 それでは１点目、町有施設の維持管理につ

いてであります。 

 当町では、これまで多くの施設を整備して

きましたが、これらの中には建設あるいは設

置されてからかなりの年数を経るものも多く

なってきております。そのため、修繕を必要

とする箇所も多くなり、経費がかさんだり関

心が薄くなったりして、手入れが後回しにさ

れているのではないかと思われるものがあり

ます。 

 例えば町民体育館の外部手すり等のさび、

あるいは太子山公園にある民俗資料館の屋根

が傷み、カヤを押さえる竹が露出しておりま

す。また、機関車Ｄ51は、塗料の剥離が目立

ち始めております。また、幹線道路の縁石付

近のアスファルトの波打ちが多く見られ、単

車や自転車での通行、あるいは雨の日の水は

ねにより、歩行に支障を来しているところも

見受けられます。 

 これらを含めた公共施設は、町民の貴重な

財産であり、効果的な活用と同時に、安全で

適正な管理が求められます。これからは、人

口の減少が予想されますし、厳しい財政状況

は続くものと考えられる中で、町有施設等は

「新しくつくること」から「賢く使うこと」

へ重点を置く時代だというふうに思います。 

 小まめな点検と早期の手当ては、施設の長

寿命化を図り、将来の財政負担の軽減と利用

者の安全につながるものであります。大規模

な橋りょうや大型施設などの改修等は計画的

に実施されることはもちろんでありますが、

既存の改修計画にない小規模な施設等におい

ても総点検を実施し、当初予算に計上してい

ないものであっても、早い手当てがよいと思

われるものは速やかに財政的措置を講じられ

て、素早く対処されるべきだと考えます。こ

のようなことも含めて、町有施設の維持管理

についての方針を伺います。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） それでは、御答弁

させていただきます。 

 議員御指摘のとおり、国においてインフラ

の老朽化が急速に進展する中、「新しくつく

ること」から「賢く使うこと」への重点化が

課題であるとの認識のもと、平成25年11月に

インフラ長寿命化基本計画が作成されたとこ

ろでございます。 

 各地方公共団体におきましては、こうした

国の動きと歩調を合わせ、早急に公共施設等

の全体の状況を把握し、長期的な視点を持っ

て更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行

うことにより、財政負担の軽減、平準化をす

るとともに、公共施設等の適切な配置を実現

することが必要であり、そのための計画策定

への取り組みを行うよう、通知があったとこ

ろでございます。 

 本町では、従前より第５次総合計画実施計

画に各老朽化対策を盛り込み、施設の維持管

理、老朽化対策を進めているところではござ

いますが、抜本的な改修については多大な財

政負担を伴いますので、事業実施については

実施年度に偏りがないよう、財政的負担も考

慮して実施していきたいと考えております。 

 また、御指摘の総合計画実施計画にない小

規模なもの、当初予算に計上していないもの

であっても、安心・安全を脅かすようなもの

については、当初予算の範囲内で対応できる

ものであればその予算で、またそれ以外のも

のであっては補正予算で対応していきたいと

考えております。 

 いずれにいたしましても、最少の経費で最



－84－ 

大の効果を得ることが我々行政に課せられた

責務でございますので、今後の町有施設の維

持管理につきましては賢く使うことを念頭に

置き、長寿命化が図れるよう実施してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 26年４月だったと思います

けれども、総務大臣の通知で公共施設等総合

管理計画の策定要請がなされているというこ

とは承知しております。今総務部長から御答

弁いただいたとおりであると理解しておりま

す。そこで、それに基づいて今後管理計画等

が策定されていくんだろうというふうに思い

ます。 

 が、この中で、今私が申しましたような小

規模なものは、恐らく抜けていくだろうとい

うふうに考えられます。そこで、今総務部長

は、補正予算でも対応してそういうものに措

置していきたいというふうな答弁をいただい

たわけですけれども、私議員にならせていた

だいてから何年間かこうして見させていただ

いている中で、前にも少し触れさせていただ

いたことがあるかと思いますけれども、行政

改革によって経費の節減ということが非常に

強く意識され、職員間においても修理や補修

が当然必要であるというふうに認識しなが

ら、なかなか修繕費等の予算措置を計上して

ないというようなことが見受けられるんでは

ないかというような感じがいたしておりま

す。 

 それと、自治会等の安全に対するそういう

修繕とか、例えば側溝の修繕とか、そういう

ものにつきましても当初予算に修繕費が上が

っていないと、来年度の当初予算まで措置を

待ってほしいとか、それから検討させてほし

いとかというふうなことで、例えば当年度の

５月にそういう要望を上げましても、翌年度

当初予算で対処されたとしても、実際工事、

修繕されていくのは翌年度の秋以降というよ

うな状況になっているのではないかというふ

うに思ったりもいたします。ですので、本当

に町民の生活に身近な小さなそういう修繕と

か改修であっても、早急に必要と思われる、

また安全上必要と思われるものは、補正予算

を組んでいただくなどして対応していただき

たいというふうに思うんですけれども、その

考え方についてはどうでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 特に安全・安心を

脅かすようなものにつきましては、例えば補

正予算も間に合わないというようなことであ

れば、予備費等が今現在2,000万円の予算計

上をさせていただいておりますので、その中

でも対応していきたいというふうに考え、今

行財政運営を図っているところでございま

す。 

 なお、いろんな修繕がございますけれど

も、それぞれ優先度等を十分考慮させていた

だいて、当初予算では十分な査定をさせてい

ただいております。そうした中で、どうして

も修繕が後回しになっているという部分もあ

るかと思いますけれども、それは全体の総予

算の中での優先順位ということでございます

ので、御理解のほどをお願いしたいと思いま

す。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 できるだけそういうふうに

予備費を使ってでも、安全に関するものにつ

きましては早い措置をお願いしたいというふ

うに思います。 

 次、２点目でございます。大津茂川の未整

備区間の改修についてであります。 

 大津茂川は、斑鳩、龍田及び太田地区の大

半の雨水排水を受けている重要な河川であり

ますが、近年の雨の降り方、あるいは流域の

宅地化などの変化によりまして大雨のときは

水かさが一気に増し、あふれるのではないか

と思う状態がたびたび起こっております。 

 このような状況にあるにもかかわらず、新

幹線大津茂川橋りょう下流側右岸約400メー

トルにわたって未整備の状態で、川を堆積物

や樹木が覆ってスムーズな水の流れを阻んで

おります。町域のすぐ下流がこれでは、上流
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地域で水があふれる可能性がより高くなりま

すし、上流であふれますと、当然下流域、姫

路市にも及んでいくと思いますけれども、被

害が広がってまいります。 

 このような状況であるのに、なぜ放置され

たままなのか。また、町は管理者に対して浚

渫や山側の際等の改修等を求めないのか、お

聞きしたいと思います。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 大津茂川の新

幹線橋りょう下流側右岸につきましては、整

備放置されているのではなく、檀特山の裾野

に当たる自然護岸であります。周辺は比較的

直線的な護岸で、侵食等による護岸破壊のお

それや家屋や田園等への２次被害の可能性も

少ないと予測されます。 

 しかしながら、自然護岸のため、流木や堆

積物等がたまりやすく、水の流れが阻害され

る状況も確認をしております。もし、本箇所

の護岸整備を行うには、隣接地権者の協力や

市町界の事業協議等も必要になってまいりま

す。 

 今後は、龍野土木事務所の河川砂防課と河

川維持等の整備方針につきまして協議を行

い、対応について考えてまいりたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 もちろん右岸側は山でござ

いますので、あれから山を越して水があふれ

るというようなことは考えられない。だか

ら、護岸整備は云々だろうということだろう

とは思います。 

 でも、ごらんいただいたかもわかりません

けれども、あの状況は異常であります。太子

町の市街化、町で、町――たくさんの家が建

ってる地域を抜けて、あの400メートルほど

が山の部分、そしてその下ははや姫路市の住

宅街であります。だから、あれは山の中を流

れてる川じゃない。当然町の中を流れてる川

というふうに考えなならんと思います。 

 そういう意味では、自然護岸であるから

云々と、整備があれでいいんだというような

ことは決してないと。あれがスムーズな――

新幹線の橋りょうから上、川島側は20メート

ルのほどの川幅にきちっと整備されておりま

す。あれを越したら、水の流れてくるのは

10メートルもあらへん。この間確認したら７

メートルほどしかありません。 

 実際この10日に割と強い雨が降ったわけで

すけれども、あそこを歩いてみました、雨の

降っているときに。本当に、水かさは確かに

土砂やなんかがたまってる上を水は流れてま

いります。でも、今の雨の降りようはという

のは、流水量だけ確保したらいいっていうよ

うなもんじゃない。いっときに降るんです。

だから、瞬時にすうっと流れていくようなス

ムーズな流れ方をしないと、どうしても上の

地区はつかえてくる。そういう意味では、護

岸といって山側の面をコンクリートにせえと

かなんとかというんじゃなくて、少なくとも

山際まではきちっと浚渫をして、スムーズに

水が流れるようにやってもらわないことに

は、流域、あるいは上のほうに住んでる町民

としては到底理解できない状況ではないかと

いうふうに思います。 

 今、これから関係者と話し合っていただけ

るんだというふうに答弁をいただいたわけで

すけれども、ぜひ早急な対処をお願いしたい

というふうに思います。 

 これで質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（橋本恭子） 以上で森田眞一議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、井村淳子議員。 

○井村淳子議員 失礼します。13番、公明

党、井村淳子でございます。通告に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 先ほどの森田議員同様、わかりやすい、ゆ

っくりの答弁をお願いいたします。 

 まず、１番目でございますが、小・中学校

の学校図書館の整備についてであります。 

 子供たちにとって最も身近に本に触れ、読

書ができる場が学校図書館です。調べ学習に
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利用されるだけでなく、子供の人間性を育

て、社会性を養う上でも重要な役割を果たす

のが本で、豊富な蔵書は欠かせません。 

 太子町の25年３月末の小・中学校の蔵書数

は、文部科学省が示す図書標準冊数に比べ、

小学校は平均約74.3％、中学校は約69.9％と

なっております。文部科学省より、平成24年

度から学校図書館の地方財政措置について、

今後５カ年の整備計画が発表されておりま

す。それによると、学校図書館図書標準の達

成を目指し、1,000億円の地方財政措置が講

じられ、地方交付税の交付額を算定する際の

基礎となる基準財政需要額の中に所要額が算

入されることとなり、また学校図書館への新

聞配備のため約75億円、学校図書館担当職

員、いわゆる学校司書の配置のため約150億

円の財政措置がとられることになったとあり

ます。 

 そこで、質問をいたします。 

 １、交付税措置をされている学校図書館整

備費ですが、太子町の算定額について、平成

25年、26年についてお答えをください。 

 ２番、太子町の学校図書購入の予算額につ

きましても、平成25年と26年度についてお示

しください。 

 ３、学校図書購入費について、予算額が２

番で出ますが、それぞれ各小・中学校の内訳

をお願いいたします。これも平成25年と26年

の２カ年の答弁をお願いいたします。 

 ４番、文部科学省の５カ年計画の趣旨は、

今後５年間で――24年から始まっております

が――各学校の図書標準蔵書数をクリアする

ための措置でございます。現状の各小・中学

校の蔵書数と充足率をお願いいたします。 

 また、今後充足率を上げるための対策につ

いてもお答えください。 

 それから５番、太田小学校、太子西中学校

の充足率は毎年悪いままでありますが、その

対策についてお答えください。 

 それから６番、各小・中学校におきまして

新聞を活用した学習は行われているのか。 

 ７番、学校図書館法が改正をされ、自治体

が学校の図書館に専任の学校司書を置くよう

に努めなければならないと明文化されまし

た。以前から、学校には司書教諭を置くこと

が法律で定められておりますが、専任ではあ

りません。一定の講習を受けた先生が学校に

１人いればいいということになっておりま

す。 

 太子町では、12学級以上の学校には、司書

教諭が全て配置をされております。クラス担

任等を持っておられたりするので、通常の業

務だけでもかなりの忙しさの中、時間をこじ

あけて図書館の運営、整備をされておりまし

た。 

 文部科学省からは、学校図書館担当職員、

いわゆる学校司書の配置のための予算も交付

税として算入をされておりますが、これにつ

きましての当局の考え方をお聞きします。 

 以上、７点についてお答えください。よろ

しくお願いします。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 失礼します。ただ

いま７点の御質問がございますので、１点ず

つお答えをさせていただきます。 

 まず最初、１番目の交付税措置の関係でご

ざいますが、平成25年度につきましては

555万4,600円、26年度につきましては465万

3,968円でございます。 

 ２番目の学校図書の購入の予算額でござい

ますが、平成25年度は171万5,000円、26年度

は190万円でございます。 

 ３番目のそれぞれの小・中学校の内訳でご

ざいますが、龍田小学校は両年とも17万

9,000円、斑鳩小学校は24万1,000円、太田小

学校は35万1,000円、石海小学校は27万

9,000円です。 

 中学校につきましては、西中学校は25年度

32万9,000円、26年度は30万2,000円、東中学

校におきましては25年度が33万6,000円、

26年度が54万8,000円でございます。 

 ４番目の充足率でございますが、蔵書数及

び充足率につきましては、龍田小学校は

7,378冊で122.2％、斑鳩小学校は7,543冊で
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71.4％、太田小学校は8,128冊で59.8％、石

海小学校は6,288冊で53.5％、小学校全体の

充足率は69.9％です。ただいま井村議員がお

っしゃられました基準日が１年ほど違います

ので、平成26年３月31日時点の充足率でお答

えをさせていただいております。 

 中学校では、西中学校は１万2,878冊で

98.2％、東中学校では6,317冊で44.4％、中

学校全体の充足率は70.2％でございます。 

 充足率を上げる対策でございますが、必要

な図書を購入するための予算はできるだけ多

く確保していくことと、現存する図書を丁寧

に扱い、図書の寿命を伸ばすことだと考えて

おります。 

 次、５番目でございますが、まず充足率と

は文科省が示した学校図書館に整備すべき蔵

書の標準に対する割合のことでございまし

て、それは学級数と蔵書冊数との組み合わせ

で求められるもんでございます。 

 御指摘のとおり、各校の充足率でございま

すが、先ほどもお答えしたとおり、太田小学

校におきましては59.8％、西中学校におきま

しては98.2％で100％には達しておりません

ので、その他の小・中学校におきましても、

龍田小学校を除いては同様の結果となってお

ります。 

 その要因としましては、学級数や廃棄冊数

の多い少ない、また有志による図書寄贈の有

無もございますが、まずは蔵書冊数を増やす

ための図書購入費を確保することでございま

すので、その対策としましては当初予算にお

いて十分な予算が確保できるよう、精いっぱ

い努力してまいりたいと考えます。 

 次、６番目でございますが、新聞を活用し

た学習につきましては、国語の授業で文章構

成の参考資料としたり、朝の会におけるスピ

ーチの題材を新聞記事から読んだりするな

ど、各校において工夫をして取り組んでいる

ところでございます。 

 最後、７番目でございますが、教員でなく

事務職員である学校図書館担当職員、いわゆ

る学校司書の配置につきましては、当町にお

ける図書室の規模や蔵書冊数等を総合的に考

慮して、現段階においては考えておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今丁寧に答えていただきま

したが、再質問をさせていただきます。 

 まず、１番の交付税措置をされている学校

図書館整備費ですけれども、交付税といたし

まして２年間、25年が555万円、26年度は

465万円、下の位でずっと言っていただきま

したが、約それぐらい入っているということ

です。これにつきまして財政課が担当になる

んでしょうか。積算根拠についてお願いいた

します。 

○議長（橋本恭子） 財政課長。 

○財政課長（森川 勝） 図書のほうでござ

いますが、学級数が――クラス数ですね――

そちらのほうが基礎となりまして、単価を乗

じまして算出することとなっております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 済みません。それと、２番

目の太子町の学校図書購入の予算額、それぞ

れ２年間、約171万円と190万円ということで

ありますが、これも交付税措置からすると、

かなり低い予算額だと考えます。これにつき

ましても、太子町の予算を立てるときの算定

根拠についてお伺いいたします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 一応交付税でいろ

んな標準的な団体の財政の編成の内容等は示

されてまいりますけれども、これに基づいて

予算編成をするということになりますと、特

にその団体によって今必要な費用はどれなの

かというようなことについて、予算査定の中

で優先順位をつけて編成をしてまいります。 

 したがいまして、この当時は図書に上げら

れる費用が少なくても、それ以外のところ

で、例えば教育にお金がかかっている場合も

ございますので、一概に基準財政需要額の算

定根拠に基づいて予算編成をするということ
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は、どの団体も行っておりません。 

 ただ、今回そういうふうな形で24年度、

25年度、そういうようなことが交付税の中に

盛り込まれたというようなこともございまし

て、今後は図書の充実について検討してまい

りたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 もちろん地方交付税ですの

で、自由に使えるお金でございます。しかし

ながら、25年以降それぞれ、その前も５年ご

との計画をされてきておりますし、私がこの

仕事をさせていただいてから11年半ぐらいた

つんですけれども、全然図書の充足率は多い

とこは多い、少ないとこは少ないという、ほ

とんど数字が変わらないままで、充足率が、

数字だけで見ると本当に変動してない。どう

いうふうな管理をしているのかなっていうこ

とで、今回いろんな学校を回ってまいりまし

たが、それは後にさせてもらうといたしまし

ても、このたび交付税の金額がわかりまし

て、太子町の予算の金額もわかりました。 

 これを、やっぱり幾ら自由とはいえ、学校

の図書の実情ですね、それを知れば、もっと

上げざるを得ない状況にはなってくると私自

身考えております。今からずっと質問の中で

今まで自分が調べてきたことを発表させてい

ただきますが、また最後にお聞きしたいと思

います。 

 次に、４番目ですけれども、今回５年間で

学校図書の標準蔵書数をクリアするための措

置であるということを話しまして、それぞれ

の蔵書数と充足率をお聞きしました。私も今

まで、机上の上で蔵書率を充足率として決算

委員会とか予算委員会で尋ねてまいりまし

た。余りにもずっと同じような数字で、悪い

とこは悪いというままでしたので、この夏休

み、全部の４小学校と２中学校を訪問し、そ

して現状を見てまいりましたので、そのこと

について、若干調査してきたものを話させて

いただきます。 

 まず、充足率の高い龍田小学校では、常に

100％以上がこの学校は続いているわけです

けれども、この図書館を見ますと、昭和50年

代の本もあって整理ができていなくて、前任

者からの申し送りに、その年に購入したも

の、また傷んで廃棄したものを差し引きして

蔵書数を出しておられました。 

 ともかく、本がいっぱい並んであっても、

中身も若干見させていただきましたが、社会

の関係の本を見ましても歴史の本を見まして

も、西ドイツとかソ連とか、そういうふうな

言葉が載っている、時代にそぐわない本がた

くさんございました。ですから、傷んだ本も

ありますし、もう昔からの昭和40年代、50年

代の本は児童もさわらない、そういう本がた

くさんあるということで、この学校は充足率

はすごく高くなっているということがわかり

ました。 

 それと次に、太子西中学校を見させていた

だいたときも、あそこは新しく建てかえられ

たわけですけれども、そのときにも図書原簿

の整理ができていなくって、太子西中では昭

和22年以降の図書原簿がありました。かなり

ぼろぼろで、中身も赤線を引いて整理をされ

ているもののまだあるというふうな、赤線を

引っ張ってないものもたくさんありました

が、それを照らし合わせてみると、その本は

もうないという現状です。 

 ですから、本当に充足率が高いところは、

古くて読めない本を廃棄していないから充足

率が高いんだな、図書が本当に充実はしてい

ないんだなという現状が見えてきました。 

 そこで、各４小学校、２中学校の学校図書

の状況について、今まで充足率をずっと尋ね

てきましたけれども、実際に教育委員会とし

て現場を確かめたことはあるのかどうか、そ

れについてお答えをください。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） まことに申しわけ

ございませんが、私自身は各小・中学校の図

書の現場の把握はしておりません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 
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○井村淳子議員 宗野次長は、まだこの４月

以降ですので、当然であるかもしれません。 

 それでは、教育長さんにおいてはどうでし

ょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 図書館へはよく参り

ますが、その図書館のカードというんです

か、原簿と図書のすり合わせということまで

はやっていませんが、冊数とか、どんな本を

買ってるかと、そういうところまでは見てお

りますが、冊数等確認はしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 教育委員会はどちらかとい

うと事務方になるのかもしれませんけれど

も、こういう学校の蔵書の状況について、せ

めて１回は。私も現場100回まではいきませ

んけれども現場を確認することから始めよう

ということで、今回も回らせていただいた次

第です。 

 それと、学校の図書館蔵書情報データベー

ス化、つまりパソコンに入力できるようにバ

ーコード化をしている学校がこのたびありま

した。それももうほとんど自力でされていた

わけですけども、石海小学校が、平成25年８

月、夏休みに先生方で、本当に夏休みじゅう

使って一冊一冊バーコードのシールを張りな

がら図書を整理したということでした。それ

と、今回太田小学校でもパソコンの入力、バ

ーコードのラベル張り等も本当に多大な時間

と労力が必要であるということから、夏休み

にはＰＴＡの方と先生方との協力のもとでバ

ーコードをつける作業をされて、傷んだ本、

また古い本の整理ができたとお伺いをいたし

ました。 

 ですから、太田小学校と、それから石海小

学校については古い本も整理をされて、ほ

ぼ、今言われた蔵書冊数に近い実情のという

んか、実態がすぐにわかるように整理をされ

ておりました。 

 それと、先ほども石海小学校は言いました

けれども、石海小学校におきましてもバーコ

ード化するに当たって、やっぱりお金がかか

る、10万円か20万円か、それぐらいかかった

んだけれども、ＰＴＡからの寄附と合わせ

て、昨年整理をしたということでした。整理

をした年は、図書購入費を削らざるを得なか

ったということでございました。 

 それと、小学校は、この２校がこの充足率

はほぼ正しい数字かなと思います。 

 太子東中学校に行ってまいりましたが、

24年末の増築によりまして図書館が引っ越し

になりましたので、そのときに図書館の担当

の先生が、バーコードまではいかないけれど

もパソコンに入力をして、古い本を廃棄し、

そこから、新しい本とかもすぐに生徒に尋ね

られたらわかるような検索ができるようにな

ったと。本当に膨大な量を一人でバーコード

化を視野に入れながらされたと思います。そ

こは太子東中学校はバーコード化にはなって

おりませんでしたけれども、下準備はできて

いるということでした。 

 それと、太子西中学校では、今後のバーコ

ード化を視野に入れて、新しく図書館の担当

になられた先生が、いつになるかわからない

けれども、この平成26年の購入分からバーコ

ードがついた本を買っておりますと、ぜひバ

ーコードの管理ができるようにしたいんです

っていうことを言われておりました。現場を

回る中で、先生方が、またＰＴＡの方々がい

ろいろと知恵を出されながらされていること

に、本当に敬意を表したいと思います。 

 そこでなんですけれども、龍田小学校と斑

鳩小学校、太子西中学校は誰も手にとらない

古い蔵書を廃棄しておりませんから、蔵書冊

数の確認がええかげんであると。それから、

児童・生徒が利用しやすい図書館にするため

にも、私はバーコード化を、これは足並みを

そろえてするべきではないかと思いながら学

校を後にしたわけですけれども、こういう環

境整備につきましては、教育委員会としては

どのように考えられますでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 環境整備なんです
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が、太田小学校、石海小学校並みのバーコー

ド化、あるいは最低でも東中学校のパソコン

での整理というものは、やはり各小学校、中

学校においても整備していくべきものだろう

とは思います。 

 ただ、すぐにはそういう状況をつくってい

くことは難しいかもしれませんが、限られた

予算の中で蔵書を含めて、それぞれ環境整備

には努めていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 ぜひ限られた予算の中でと

いうことになりますと、やっぱり財政課もす

ごい力添えをいただかないとできないことで

はありますが、しっかりとこの状況を把握し

ていただいて、そこの手当てをお願いしたい

と思います。 

 それと、７番の学校図書館法の改正で、今

回学校司書を置くように努めなければならな

いと明文化されたということで、今回そうい

うことは考えていないというような形の発言

があったかと思います。 

 本当に図書の予算が555万円と、26年が

465万円ですから、蔵書を買うだけでいっぱ

いいっぱいなのに、新聞やら学校司書をそろ

えなさいというのは本当に酷な話かなという

ふうにも思うわけですけれども、それならば

何もお金を使うことばかりではなくって、ほ

かのところでもしているところであります

が、ボランティアの方々の力をかりるという

方法もあると思います。 

 学校図書館のボランティア、また学校図書

支援員を募集して、学校図書の中で活動をし

ているっていうふうないろいろな先進市もご

ざいます。お金を使わずに知恵を出してＰＴ

Ａの方、またボランティアの方々の力をかり

て、そして今学校図書館は昼休みぐらいしか

あいてません。放課後は、生徒が図書館には

来れませんので、昼休みだけでもそのボラン

ティアの方を募って蔵書の整理、またこの本

がいいよっていうような本の案内とかをして

いただけるような環境を整えていただけたら

なと思いますが、それにつきましてはどうで

しょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） その点につきまし

ては、司書教諭を中心に、そういうボランテ

ィアも含めて考えていきたいというふうに思

います。 

 ただ、それありきということではございま

せんので、実際にはそういった図書の整理と

か、そういうものについては学校とまた協議

をしていくわけでございますが、生徒にお願

いするとか、いろんな手当てがございますの

で、いろんなことを考えながら取り組んでい

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 １点だけ、学校ボランティ

アの活動内容としてされているところで聞い

てきたことですけれども、１つは児童・生徒

が図書館を活用しやすくするために図書の検

収、また本の整備、図書の紹介、利用方法の

助言を行う。２つ目には、季節や活動に合わ

せて図書館の整備や掲示に変化をつける。そ

して、明るく楽しい図書館をつくる。３つ目

には、学級や図書館で読み聞かせをする。こ

ういうふうな活動をされているところは、ボ

ランティアの方々のおかげで各学校の図書館

がきれいに整理整頓され、図書館に対応する

人がいることで子供たちが安心して図書館を

利用できるようになったとのことでありまし

たので、ぜひこうしたお金がかかる学校司書

とか専任の司書教諭ではなくって、学校図書

館のボランティア等もぜひ検討をしていただ

きたいので、よろしくお願いをいたします。 

 それと、この学校図書費の関係で教育長に

質問をしたいんですけれども、学校図書館は

読書や学びの支援だけではなくて、子供たち

が豊かに生きる力を育む場として欠かすこと

のできない学校の設備だと思います。子供た

ち一人一人の知りたい気持ちや読みたい気持

ちを日常的に刺激して、資料や情報を十分に

提供したり、子供たちがいつでも気軽に訪れ
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ることができて心のよりどころとなるような

学校図書館にしていただきたいと思います

が、教育長の見解をお伺いいたします。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 確かに図書というも

のは、読書というものは子供の心を豊かにし

て、国語力も読解力も作文力もついてくるも

のと思っております。学校行事並びに教育課

程等々を協議しながら、学校長と話ししなが

ら、その時間帯を見つけて、できるだけ図書

館を利用するように促していきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 それでは、教育長の決意だ

けでは、なかなかこの図書館整備は成り立ち

ませんので、予算執行者の町長に質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 町長は、英語教育や１年生の国語の授業に

加配をするなど、太子町の未来をつくる人材

を育てる熱意がこちらに伝わってきます。読

書をすることの大切さは言うまでもありませ

ん。地方交付税は自治体が自由に使っていい

ことはわかっておりますが、今お話をさせて

いただいたように学校図書の環境整備を進め

ていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（橋本恭子） 町長。 

○町長（北川嘉明） 御指名を受けましたの

で、最後にお答えをさせていただきたいと思

います。 

 確かに私も、これは月刊誌でありますが、

昨今本を読まないということがマスコミ等で

報じられております。やはり本からいろんな

ものを吸収することは多々あると思います。

そういった意味で、子供にも本を読む機会と

いうのは、先ほど議員が言われました、太子

町で勉強する子供たちには、いろんな面でそ

ういったものを与えていきたいと思っている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今教育長と、それから町長

から子供たちの教育に対する、また本を読む

ということに対する決意を聞かせていただき

ました。財政課におかれましても、交付税措

置がされておりますので、せめて半分以上、

３分の２ぐらいは予算措置を、またさまざま

ほかにも要ることがあるということはわかっ

ておりますが、この蔵書数がそれぞれの学校

が本当に胸を張って言える、この充足率はこ

んだけなんやって、でも今まで答えてきた中

では古いのもあるのになあ、廃棄してないの

もあるのにな、本の数は全然わからへんけど

も、前任からの引き継ぎで今こんだけになっ

ているっていうふうな、何か先生方に聞いて

も何でこんな高い数字かわからへんとかあり

ました。一応見てきましたので、しっかり

と、今のお二方のトップの方の意見もぜひ取

り入れていただいて、財政課におかれまして

も、また教育委員会におかれましても財政の

ほうにもしっかりと要望をしていっていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いをい

たします。 

 これで１つ目の質問は終わります。 

 次、学校施設の暑さ対策についてでござい

ます。 

 昨今、年々最高記録を更新するほどの猛暑

が続いております。地球温暖化により、この

傾向は続くと、予想はされています。 

 町内の保育園、幼稚園、太子西中学校には

ふるさと応援基金を活用して扇風機がつきま

したけれども、町内４小学校と太子東中学校

にはまだ設置をされていない状況でございま

す。今後早急に設置をすべきと考えておりま

すが、いかがでしょうか。 

 過去に学校、園の管理下における熱中症や

体調不良を訴える事例はあったのか。 

 また、熱中症対策としてどのような予防対

策がとられているかについてもお聞きしま

す。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） それでは、お答え

をさせていただきます。 
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 昨年度のふるさと応援基金を活用した事業

は行っておりますが、これについては、創意

工夫を生かした特色ある教育活動等を推進す

るための事業に対して支援を行うことを趣旨

としており、またその対象となる経費は１施

設100万円を上限とした備品購入費と、１教

室に２機を基本とした扇風機設置に係る工事

費で、各校が必要なものを希望、選択した上

で実施しております。それに基づき、各学校

園におきましては、それぞれの現状に合わせ

て楽器や実物投映機等の備品を購入したり扇

風機を設置したりしておりますが、今御指摘

のように町内４小学校と太子東中学校は、備

品購入のみを選択したため未設置となってい

るものでございます。 

 当教育委員会の基本としましては、当初か

ら全学校園への扇風機設置を予定していたも

のではございませんが、教育環境がより一層

向上するよう、その状況や効果を踏まえた検

討を引き続き行ってまいりたいと考えており

ます。 

 それから、過去の学校園の管理下における

熱中症や体調不良を訴える事例についてでご

ざいますが、病院に搬送され熱中症と診断さ

れた事例は報告をされていないものの、運動

会や部活の練習中においては、暑さにより体

調不良を訴える事例は数例ございました。 

 各校での予防対策としましては、少量の塩

分を含んだ飲料水やスポーツドリンク等の水

分補給を十分に行ったり休憩を小まめにとっ

たりするなど、規則正しい生活を心がけるよ

う指導することとあわせて、児童・生徒に呼

びかけております。 

 また、教室においては換気を多く行った

り、フロア扇風機を活用したりすることで対

応しております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 学校施設の暑さ対策、当局

がよく言われる学校の要望をしっかりと聞い

て、扇風機のほうは、ないところに設置をし

たということがございました。今回、その状

況を学校訪問してまいりました。 

 その中から見えてきたものもございました

ので、それについて若干話させていただきま

す。 

 この暑さ対策という観点から、夏休みでは

ございましたが、どんな状況なのかというこ

とで、太田小学校では扇風機は１台もないの

かなと思っておりましたが、耐震工事のとき

に暑いのでと、家庭用の床置き型の扇風機が

約40台、校長先生いわく「１クラスに１台ず

つ。あそこは37クラスですから１クラス１台

ずつ使えるようにありますよ」ということで

したけれども、やっぱり低学年になると扇風

機、この家庭用の床置き型ですので、誰か管

理がやっぱりいないと、手を突っ込んだり顔

を近づけたり毛が巻き込まれたりするような

危険性もあるのではないかというふうに考え

ましたが、扇風機はとりあえず１台ずつはご

ざいました。 

 また、家庭用の置き型扇風機が、石海小学

校は耐震工事に合わせてクラスに２台ずつあ

りました。 

 太子東中学校では、校長先生の考え方で、

壁かけ型でお金をかけるよりも壊れたときに

すぐに買いに走れる家庭用の扇風機でいいの

だということで、後ろと前に２台ずつ設置を

しているということでした。 

 斑鳩小学校は、北館にはエアコンを整備さ

れた、もともとの北館を建てるときの構造で

したので北館は涼しいよと。それで、南館は

風通しがいいので、斑鳩小学校は要らないん

ですよということを教頭先生は言われており

ました。特別支援学級にはちゃんと置いてま

すということでした。 

 それと、実態としては、龍田小学校のみ扇

風機が本当に手当てされてなくって、大変私

も暑い日に行きましたので、図書館で話を聞

いたり、クラスの中に入ってクラスの学級文

庫とかを見る中で、もう本当に汗が噴き出し

てきました。「先生、どうされているんです

か」って聞いたら、先生がサーキュレーター

っていうのを持ってきて「風を回すときもあ
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るんです」って言われてましたので、ぜひ、

もう要らないというとこは、私もう、あるん

だったらもったいないからいいのかなと思い

まして、でも龍田小学校のこの扇風機の手当

てはしてあげていただきたいなと思いますけ

れども、この先検討をしていただけますでし

ょうか、よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 学校によって扇風

機の必要性というのは、今議員が足を運ばれ

て直接聞かれたということで、それぞれの思

いがあるというふうに、今実態としてわかっ

た状況でございます。 

 龍田小学校におきましては扇風機がないと

いうことでございますので、その点につきま

しては施設整備の中で、また学校とも協議し

ながら整備については図っていきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 よろしくお願いいたしま

す。 

 それと、熱中症の関係ですけれども、特に

病院に運ばれるような重症者はいなかったと

いうことで幸いでございます。熱中症とは高

温多湿の中で起こる病気で、体温上昇、目ま

い、体のだるさ、またひどいときにはけいれ

んや意識の異常などさまざまな症状を起こす

病気でございます。気温30度以上、湿度70％

から80％、風の弱いときなどには特に熱中症

が起こりやすい状況で、注意が必要とのこと

です。 

 子供たちの健康を守るために、さまざまな

御苦労をされていることがよくわかります。

学校に行って話を聞いておりますと、熱中症

予防対策といたしまして、私のほうから２つ

の提案をさせていただきたいと思います。 

 １つは、ミストシャワーの設置です。水道

水を霧状にして噴射をし、その気化熱で周囲

の気温を下げるものであります。そして、ミ

ストシャワーの下を通り抜けると、噴射され

た霧は素早く蒸発するため、体がぬれること

なく気化熱で体温上昇を防ぐので、涼しくさ

せてくれます。皆さんもどこかのイベントに

行かれたりしたら、そういうミストシャワ

ー、最近では実際に見られたり当たられたり

したのではないでしょうか。暑い炎天下、本

当にオアシスのような、そのようなミストシ

ャワー、最近では小学校、中学校にも設置が

進んできております。 

 例えば、愛知県知多市では、小・中学校に

ミストシャワーをお金もかからないからとい

うことで、設置費用がそんなにかからないと

いうことで、水道水を噴射して、そういう電

気代も使わないからということで、この夏の

熱中症対策に一役を買っているということで

す。 

 また、実施をしている愛知県取手市では実

験をされまして、平均して二、三度ほど気温

が下がると、ミストシャワーの設置で子供た

ちに少しでも涼しい場所をつくれるというこ

とで、各学校で実施されているところでは話

を伺いました。太子町におきましても、こう

いうふうな余りお金のかからない、かけない

このミストシャワー設置ができないか、お伺

いをいたします。 

 ２つ目の提案ですが、携帯型の熱中症計で

す。熱中症計は、気温と湿度から熱中症の危

険度を知らせる計測器です。熱中症計には気

温と湿度、そして熱中症の危険度ランクが

「危険」と「厳重注意」など５段階で表示を

されておりまして、危険性を自動的にランプ

とブザーで知らせる仕組みとなっておりま

す。携帯用ですから、教室での授業や屋外で

の活動、スポーツなどにも活用ができます。

熱中症予防対策として、この携帯型熱中症計

を小・中学校に幾らかでも配付はできないの

でしょうか。 

 先生方にこの熱中症の関係でお伺いしまし

たら、気象庁の高温注意報を注意したり、そ

れから運動場に向けて置いてる温度計が35度

以上になったら外では遊ばせないというふう

な手当てもされておりますが、こういう今２

点をまた紹介させていただきましたが、検討
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していただきたいですけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） また２点ほどの御

質問がございました。 

 まず、１点目のミストシャワーの設置でご

ざいますが、今事例をおっしゃった愛知県で

すか、そちらのほうのものを十分調査させて

いただいて、設置できるかどうかというのは

また今後の検討課題ということでさせていた

だきたいというふうに思います。 

 それと、熱中症の予防をはかる携帯用です

が、やはり今言われたように高温注意報が気

象庁から発表されますと――35度以上ですか

――そういった温度計とかそういったもので

対応できるというふうに考えておりますの

で、携帯用の熱中症をはかる、そういったも

のを購入するということについては、現時点

では考えておりません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 学校施設の暑さ対策、大体

６月ぐらいするんですけれども、今年は比較

的夏も涼しくって、もう秋の気配もするころ

になってまいりました。運動会も５月にする

ようになりましたので、大分熱中症対策、そ

れが学校現場でも進んでいるのかなと思って

おります。 

 いろいろ提案をさせていただきましたが、

今後の温暖化の進行、また広島の災害時の避

難場所に教室が使われておりましたが、そこ

にはエアコンが設置をされて、避難されてき

た方々がこの暑いときに本当にありがたいっ

ていうふうな話もされておりました。近隣で

も、エアコンの設置が大分進んできておりま

す。 

 太子町は、とりあえず扇風機をということ

で今手当てをしていただいておりますが、将

来的なことを考えると、エアコンの設置もし

ていかざるを得ないのかなとも考えます。財

政のことも考えながら計画的に進めていただ

きたいと申し上げまして、次の質問に入りま

す。 

 次３番目、太田小学校の防犯対策につい

て。 

 学校は、子供たちの夢を育む安全で楽しい

場所でなければなりません。まだ記憶に残っ

ている平成13年６月の池田小学校で起きた殺

傷事件は、学校施設の安全管理、特に防犯対

策のあり方について、改めて問いかけるもの

でした。 

 平成25年、太田小学校では６月９日の体育

館内の火災、６月25日には太田小学校南館屋

上扉前のぼやがありました。その後の経過を

お伺いしたいと思います。 

 １つ、この２件の事件は、その後の検証の

結果どうなったのかについてお願いいたしま

す。 

 ２点目、昨年の事件を踏まえ、防犯対策と

して講じていることはあるか。 

 また、防犯カメラも必要だと現場からもお

聞きしますが、太田小学校につけると全部に

つけるようになるので、予算の関係で無理と

いう話も聞いておりますが、こんだけ事件が

立て続けに起きていることから、一斉にでは

なくって、太田小学校には抑止力、また不審

者発見のために、今すぐ取りつける必要があ

ると考えますが、いかがでしょうか。 

 ３番目、今年度に入ってセコムや警察が駆

けつけた事案はあるか。 

 ４番目、東出コミセンと太田小学校の間に

体育館に通じる階段があり、フェンスがある

ものの、飛び越えられる高さであります。ま

た、太田小学校グラウンド東のスポーツ21の

倉庫のところも、常時面している町道から直

接校内へ不特定多数の車、バイク等が常に乗

り入れが可能な状況でございます。防犯対策

がなされているとは言いがたいけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） それでは、４点ほ

どの御質問でございますので、１点ずつ答弁

をさせていただきます。 

 まず、１点目でございますが、２件の事件
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の検証結果でございますが、当時警察によ

る、鑑識等が行われましたが、学校も含め

て、その結果については特に知らされており

ません。 

 それから、事件を踏まえての防犯対策でご

ざいますが、これらは以前から行っているも

のですが、校内巡視の励行、校舎の施錠管理

等を一層徹底して行っております。 

 それから、３点目のセコムや警察が駆けつ

けたことがあるかということなんですが、今

年度に入りましてからは２回作動しておりま

す。セコムにより対応しております。内訳

は、侵入異常が１件、窓ガラス破損が１件と

なっており、実質被害は南館１階会議室の窓

ガラス破損２枚となっております。 

 ４点目ですが、これらの事案が現実として

発生している以上、御指摘のとおり十分な防

犯対策ができるとは言いがたいものと考えて

おります。今後におきましては、防犯カメラ

の設置も含めて、現場に必要な対策を検討し

てまいります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 私も、今回のこの件です

ね、学校の校長先生等とも話をいたしまし

た。実際に窓ガラスが割られた場所も見させ

ていただきました。きれいに、もう窓ガラス

は補修をされておりますのであれですけれど

も、２番で答えていただきましたように不審

者が入ってきても、幾ら校舎の鍵をしっかり

としてても、そういうガラスを割って入られ

る、それで入られたとこにはセコムがたまた

ま動かなかったり、違うところのセンサーが

反応して異常が見つかったりと、そういうこ

ともあるわけですから、この防犯カメラ、早

急に太田小学校のほうにはつけていくべきだ

と考えます。 

 現場の先生方も、こういう事件があった少

しの間、トイレなどに不審者が潜んでいない

か見に行かれるとのことですけれども、先生

も幾ら男の先生であったとしても、やっぱり

怖いと思います。相手が何者だかわからな

い。ナイフか何か持っていたら自分の命が危

ないということにもなりますので、こういう

事件が立て続けにあって、なおかつ今年度に

もあって犯人が捕まっていないという状況で

すから、二重三重の防犯対策をしていかない

と、安心して子供たちを学校にやることがで

きないと思います。また、先生も子供たちを

守ることに神経を使って、余裕のある授業も

できないんではないかなというふうに思うわ

けであります。 

 それと、防犯カメラは検討していきたいと

いうことでありますが、先ほどの町道からス

ポーツ21のところを通って裏山の小学校の体

育館のところまで車、また人、バイクが自由

に出入り可能であります。それで、体育館の

ところまで行きますと、ちょうど死角になっ

て、誰が車で乗りつけて誰がどんな動きをし

ているかっていうのはわからない状況になり

ますので、まずその町道からスポーツ21のと

ころに入るところに、何か侵入を防ぐための

車どめとかチェーンなど考えられないでしょ

うか。知恵を絞っていただきたいと思います

が、対策を考えるべきだと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

○議長（橋本恭子） あと８分です。よろし

くお願いします。 

 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） その点につきまし

ては、スポーツ21の方も御使用になられると

いうことでございますので、夜間そういった

使用者がございます。その中での防犯対策と

してのチェーンとか車どめの設置ということ

については、それぞれの各種団体あるいは学

校関係とも十分協議して考えてまいりたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 それでは、４番に入りま

す。 

 教育委員会への指導主事配置について。 

 2007年３月10日の中央教育審議会答申「教

育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる



－96－ 

教育制度の改正について」では、教育委員会

の体制の充実において「市町村教育委員会は

指導主事を置くように努めることとする」と

提言をされました。これにより、地方教育の

組織及び運営に関する法律第19条第２項も

「市町村に置かれる教育委員会の事務局に、

指導主事その他の職員を置く」と改正をされ

ました。 

 ところで、指導主事は学校訪問等の指導助

言活動や指導行政事務を行う職務でございま

すが、全国的には市町村教育委員会での配置

率は低いであります。 

 しかし、現在のこの太子町の学校の環境を

取り巻く社会情勢の中、少人数教育の推進、

英語教育、特別支援教育の充実などの地域の

多様な教育ニーズに応え、限られた行政資源

の中で、より教育現場の実態に即し効果的な

施策を行うために、当町においても指導主事

の配置を考えてはいかがでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。近

年人々の価値観や家庭での教育のあり方が多

様化し、子供たちを取り巻く環境が大きく変

化する中で学力向上、いじめや不登校、危機

管理等への対応など、学校教育が抱える課題

が複雑化、多様化しております。 

 そのような中、指導力不足、体罰といった

教員の問題や不登校、非行、校内での事故と

いった児童・生徒の問題に対して、校長、教

頭を通して解決に当たり、また教育課程が適

切に行われているかどうか把握し、適切でな

い場合は指導する等、教育の専門的職員であ

る指導主事の役割は、今後ますます重要にな

ってくるものと考えております。 

 したがいまして、当町の学校教育において

は、担当課である教育委員会管理課に一般行

政職職員６名、元小学校長である非常勤職員

の学校教育指導員２名の計８名を配置して対

応しておりますが、近年の状況を踏まえ、平

成27年度から指導主事を配置する予定として

おります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今、27年４月からの配置を

考えているということでございましたので、

これについては教育現場と教育委員会をつな

ぐ重要な役目を果たしていただきたいと思い

ますので、早期のその配置を期待しておりま

す。 

 それでは最後……何分ですか。 

○議長（橋本恭子） ６分。 

○井村淳子議員 ６分。最後ですけれども、

５番、危険ドラッグ対策について。 

 危険ドラッグとは、合法ドラッグ、脱法ド

ラッグなどの新たな呼び方ですが、麻薬や向

精神薬と同様に幻覚作用等を起こさせるもの

で、人に乱用させることを目的として販売等

されている製品を言います。アダルトショッ

プやドラッグ専門店、インターネット等で多

くはハーブ、お香、アロマ、芳香剤、バスソ

ルト、ビデオクリーナー、観賞用標本、試薬

などと、目的を偽装し、販売をされておりま

す。危険ドラッグは、インターネット等でも

誰でも購入できることから、麻薬や覚醒剤等

の薬物乱用への入り口「ゲートウェイドラッ

グ」としても問題となっております。 

 また、ここ近年、危険ドラッグに関する事

件や事故が急増しております。東京都、大阪

府を初め各地で吸引後に体調不良を訴え、病

院に搬送されるケースが多発し、死亡例も確

認をされております。使用した若者の心と体

をむしばむだけではなく、幻覚作用などから

犯罪を起こしたり危険ドラッグの売り上げが

暴力団関係者の資金源になっているという問

題も提起をされております。 

 このような違法な薬の販売は禁じられてお

りますが、一般の私たちが知らないところ

で、若者を中心に普及をしております。 

 そこで、太子町での対策を尋ねます。 

 １つ、たつの警察管内において摘発された

事例はあるのか。 

 ２、太子町の担当所管課及び相談窓口はど

こなのか。 

 ３番、太子町としての今後の対策を尋ねま
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す。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まず、１番で

ございますが、たつの警察署に確認したとこ

ろ、平成26年８月末現在では、摘発の事例は

ありませんということでございます。 

 それと２番目、担当所管課でございます

が、本町におきましては健康障害の未然防止

という観点から、危険ドラッグの危険性を広

く周知するための業務は、兵庫県の龍野健康

福祉事務所と連携をいたしまして、さわやか

健康課で行っております。 

 また、薬物乱用等による健康相談窓口につ

いても、同じくさわやか健康課で行っており

ます。 

 ３番目でございます。今後の対策ですが、

危険ドラッグは「買わない、使わない、かか

わらない」という、こういう広報活動を通し

まして、広く一般住民に危険ドラッグの危険

性を啓発してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今部長が言われたように、

「買わない、使わない、かかわらない」とい

うような、こういうチラシが兵庫県のホーム

ページから出てきております。こういうこと

から、太子町もしっかりと対策をしていかな

ければ、本当に水面下で、見えないところで

進んでいるかもしれません。今は幸い事例は

ありませんけれども、どんな誘いで、それに

若い人が、子供がひっかかるかもしれません

ので、太子町における具体的な、そういう普

及啓発についてどのように考えておられるの

か。 

 また、危険ドラッグとは何か。また、言い

方が最近変わってきました。「脱法ドラッ

グ」から「危険ドラッグ」というふうにもな

ってきましたので、私たちの年代はよくわか

りません。町民としてできることは何か、ま

た町のホームページとかにも掲載をして、し

っかりとこういう認識をしていかなければな

らないと思います。その方法の啓発について

も、どういうふうにお考えでしょうか。 

 それと、危険ドラッグ等を販売している店

舗、ここではないかもしれませんけれども、

そういう店舗の摘発強化などもどうされるの

でしょうか。 

 それと、危険ドラッグをもしされて、常習

者家族への相談体制は、さわやか健康課が行

われるということでありますけれども、やっ

ぱり国とか県とか近隣市との連携、警察との

連携もしていかないと、なかなか表に出てこ

ないこういう危険ドラッグの危なさがあると

思います。太子町として具体的にどのように

普及啓発をされていくのかについてお願いい

たします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 議員よく御存

じのとおり、合法的というふうな表現をされ

ておりましたが、この薬物につきましては

26年４月１日より薬事法の改正によりまし

て、一切購入、所持、もちろん使用も含めま

して、あと譲り受け等全て新たに禁止という

措置がとられております。この辺は、警察を

通して広く広報もされておりますが、私ども

でできるのは、やはり健康被害等の部分につ

いて広く啓発をしていきたいというふうには

考えております。 

 ただ、一般住民の皆さんからのやはり事件

等に係る通報、また情報の提供、このあたり

につきましては、必ずしもさわやか健康課へ

入るというのは限りませんので、その辺につ

きましては随時速やかに兵庫県、県健康福祉

事務所、また警察のほうに連絡し、対応して

いただきたいというふうには考えておりま

す。 

 あと、これを扱っております商店等の対応

でございますが、これは国の近畿厚生局の麻

薬取締部、それとあと県のほうです、ここが

一体となって連携して立入検査等、あと商品

の買い上げなどをやっているようでございま

すので、これはこちらのほうにお任せするし

かないかなというふうに思っております。 
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 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 危険ドラッグは、本当に確

実に若い若者の層に静かに忍び寄ってまいり

ます。体と心をむしばんでいこうと、そうい

う誘いも、たくさんそういうネット上でもあ

ります。若いころはいろいろなことに興味を

持つことも当たり前でございます。しかし、

興味本位で危険ドラッグをたった一度だけ使

用して、その結果一生を棒に振るようなこと

があってはならないと思います。しっかりと

青少年に対する取り組みも強化していただき

たいと申し上げて、一般質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○議長（橋本恭子） 以上で井村淳子議員の

一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 請願第８号 「集団的自衛権 

       関連法案を拙速に国会に提出 

       しないことを求める意見書」 

       の提出を求める請願 

○議長（橋本恭子） 日程第２、請願第８号

「集団的自衛権関連法案を拙速に国会に提出

しないことを求める意見書」の提出を求める

請願を議題とします。 

 ただいま上程中の請願第８号は、会議規則

第92条第１項の規定により、お手元に配付い

たしました請願付託表のとおり総務常任委員

会に審査を付託します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 請願第９号 国及び兵庫県に 

       対し「給付制奨学金の創設を 

       求める意見書」の提出を求め 

       る請願 

○議長（橋本恭子） 日程第３、請願第９号

国及び兵庫県に対し「給付制奨学金の創設を

求める意見書」の提出を求める請願を議題と

します。 

 ただいま上程中の請願第９号は、会議規則

第92条第１項の規定により、お手元に配付し

ました請願付託表のとおり福祉文教常任委員

会に審査を付託します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 請願第１０号 手話言語法制 

       定を求める意見書の提出を求 

       める請願書 

○議長（橋本恭子） 日程第４、請願第10号

手話言語法制定を求める意見書の提出を求め

る請願書を議題とします。 

 ただいま上程中の請願第10号は、会議規則

第92条第１項の規定により、お手元に配付し

ました請願付託表のとおり福祉文教常任委員

会に審査を付託します。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は９月４日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

 御苦労さまでした。 

   （散会 午後４時43分） 

 

 


